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平成２８年第３回藍住町議会定例会会議録（第１日）

平成２８年９月５日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂に招集された。

１ 出席議員

１番議員 喜田 修 ９番議員 西岡 恵子

２番議員 古川 義夫 １０番議員 西川 良夫

３番議員 小川 幸英 １１番議員 平石 賢治

４番議員 林 茂 １２番議員 永濵 茂樹

５番議員 安藝 広志 １３番議員 奥村 晴明

６番議員 鳥海 典昭 １４番議員 佐野 慶一

７番議員 矢部 幸一 １５番議員 森 彪

８番議員 徳元 敏行 １６番議員 森 志郎

２ 欠席議員

なし

３ 議会事務局出席者

議会事務局長 大塚 浩三 主査 林 隆子

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者

町長 石川 智能

副町長 北口 高義

副町長 友竹 哲雄

監査委員 藤原 孝信

教育長 和田 哲雄

理事（総務課長事務取扱） 矢野 博俊

理事（福祉課長事務取扱） 三木 慶則

教育次長 下竹 啓三

会計管理者 中野 孝敬

企画政策課長 柿内 直子

税務課長 藤本 伸

健康推進課長 森 伸二

社会教育課長 奥田 浩志

住民課長 高田 俊男

生活環境課長 石川 洋至
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建設課長 近藤 孝公

経済産業課長 森 美津子

下水道課長 賀治 達也

水道課長 森 隆幸

西クリーンステーション所長 高木 律生

５ 議事日程

議事日程（第１号）

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 議第４２号 藍住町町民栄誉賞条例の制定について

第４ 議第４３号 平成２７年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

第５ 議第４４号 平成２７年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）

歳入歳出決算の認定について

第６ 議第４５号 平成２７年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入

歳出決算の認定について

第７ 議第４６号 平成２７年度藍住町特別会計（介護サービス事業）

歳入歳出決算の認定について

第８ 議第４７号 平成２７年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）

歳入歳出決算の認定について

第９ 議第４８号 平成２７年度藍住町特別会計（藍寿苑介護サービス

事業）歳入歳出決算の認定について

第１０ 議第４９号 平成２７年度藍住町特別会計（水道事業）利益の処

分及び歳入歳出決算の認定について

第１１ 議第５０号 平成２７年度藍住町特別会計（下水道事業）歳入歳

出決算の認定について

第１２ 議第５１号 平成２８年度藍住町一般会計補正予算について

第１３ 議第５２号 藍住町税条例等の一部を改正する条例の一部改正に

ついて

第１４ 議第５３号 藍住町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
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一部改正について

第１５ 議第５４号 藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に

関する条例の一部改正について

第１６ 議第５５号 藍住町営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正

について

第１７ 報告第５号 平成２７年度財政健全化判断比率の報告について

第１８ 報告第６号 平成２７年度水道事業会計資金不足比率の報告につ

いて

第１９ 報告第７号 平成２７年度下水道事業会計資金不足比率の報告に

ついて

議事日程（第１号の追加１）

第１ 議第５８号 藍住町町民栄誉賞授与の同意について
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平成２８年藍住町議会第３回定例会会議録

９月５日

午前１０時２２分開会

○議長（森志郎君） おはようございます。本日は、平成２８年第３回藍住町議会

定例会に、御出席をくださいまして、ありがとうございます。

先日、北日本に立て続けに襲来した台風により、各地で大きな被害が生じており

ます。被災された皆様にお見舞いを申し上げますとともに、犠牲となられた方々の

御冥福と、被災地の一日も早い復興をお祈りいたしたいと存じます。

ただいまから、平成２８年第３回藍住町議会定例会を開会します。

○議長（森志郎君） これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に

配布したとおりです。

○議長（森志郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。議長において、

７番議員、矢部幸一君、８番議員、徳元敏行君を本会期中の会議録署名議員に指名

いたします。

○議長（森志郎君） 日程第２、会期の決定について。本定例会の会期は、本日か

ら２３日までの１９日間を予定いたしております。これに異議ございませんか、お

諮りいたします。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から９月２

３日までの１９日間に決定しました。

○議長（森志郎君） 日程第３、議第４２号「藍住町町民栄誉賞条例の制定につい

て」を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。

石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） おはようございます。梅雨明け以降、猛暑の日が続きまし

たが、ようやく朝夕は秋の気配も感じられるようなってまいりました。また、台風

１２号の影響が心配される中でありますが、本日、平成２８年第３回定例会を招集
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いたしましたところ、議員各位には、御多忙中にも関わりませず、御出席を賜り、

厚くお礼を申し上げます。

議長から、第４２号議案について提案理由の説明を求められたところであります

が、説明に先立ち、これまでの慣例に倣い、まずは町政に関して諸般の御報告を申

し上げ、一層の御理解を賜っておきたいと存じます。

まず最初に、リオ五輪、バドミントン女子ダブルスにおいて、金メダルを獲得さ

れました松友美佐紀選手について申し上げます。

松友選手のリオ五輪出場の決定以降、出場を祝う懸垂幕や町民の夢を託した日本

国旗の寄せ書きなどを贈るなど、全町挙げて松友・高橋ペアの応援ムードを盛り上

げるとともに、本番では多くの町民の方々と一緒に応援ができるよう、パブリック

ビューイングも開催いたしました。

決勝戦では、真夜中から未明にかけてのパブリックビューイングとなりましたが、

会場の町民体育館には、７００人を超える町民の方々に御参加いただき、一体とな

って熱い応援が行われたところでございます。試合は、手に汗を握る展開でありま

したが、最後は、松友・高橋ペアが連続５得点で大逆転の末、激戦を制し、見事、

金メダルを獲得いたしました。最後まで諦めずに戦う姿はもとより、金メダル決定

の瞬間には多くの人が感動し、胸を熱くされたことと存じます。

この機会に、熱い声援をいただきました議員をはじめ、町民の皆様に厚くお礼を

申し上げる次第でございます。

松友選手は本町初の五輪選手であり、バドミントン競技において日本人初の金メ

ダルを獲得。この快挙により本町の名が全国にとどろいたばかりか、本町並びに町

民の大きな誇りとなったことは申すまでもありません。こうしたことから、松友選

手の偉業を長く顕彰するため、この際、新たに藍住町町民栄誉賞を設け、松友選手

にこの町民栄誉賞を贈り、その栄誉をたたえたいと思います。

また、藍住町への凱旋時には、広く町民の皆様と喜びを分かち合えるような催し

ができればと考えておりますので、その節には議員各位の御協力をお願いいたしま

す。この日程については、松友選手に御自身の意向を尊重しつつ、関係機関との調

整を進めているところであります。なお、こうした思いのもと、本日、藍住町町民

栄誉賞条例の制定、その後、松友選手への町民栄誉賞贈呈の同意について、議案の

追加提出も予定しておりますので、御賛同いただき、御議決賜りますよう重ねてお

願い申し上げます。
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次に、（仮称）藍住町文化ホール公共施設複合化事業について、御報告をさせて

いただきます。７月２８日の議会全員協議会の場において、設計業者を変えて、現

行の設計を見直すという町の方針を示させていただきました。その後の経過につい

て御報告をさせていただきます。８月３１日に修正設計業務の入札を実施し、新し

い設計業者が、株式会社教育施設研究所大阪事務所に決定いたしました。今後は、

同社と協議を進め、現在の設計に修正を加えながら、新設計を行い、できましたら

今年度末までに工事請負契約が締結できるよう進めてまいりたいと考えております。

次に、藍住町総合戦略、観光交流資源魅力化プロジェクトの取組について申し上

げます。東京五輪の公式エンブレムにインディゴが採用され、「ジャパンブルー」

と称される日本伝統の藍色に注目が集まり、藍の魅力を広めようとする気運が高ま

っています。この気運とタイミングを絶好のチャンスと捉え、藍の魅力を発信する

ことによって、「藍の町あいずみ」としてよみがえる事業を展開したいと考えてお

ります。その先駆けとして、藍染めを身近なファッションの一つとして取り入れて

いただけるよう、呼び掛けるために、１２月４日、「インディゴコレクション２０

１６」と題して、イベントの開催を計画してまいります。このイベントは、自分で

染め、自分で作った藍染め製品を身に付けて、モデルとなって、ランウェイをして

いただくファッションショーです。製品づくりのためのワークショップやモデルウ

オーキングレッスンの開催、町内の写真家に協力をお願いしてフォトギャラリーの

開催も予定しております。

また、さらに観光交流資源魅力化プロジェクトを進めるため、「藍の魅力発信プ

ロジェクト検討委員会」を立ち上げ、今後の藍の魅力発信の在り方について検討し

てまいります。

次に、保育所の待機児童対策についてでありますが、あいずみ保育園では、昨年

度から継続事業により大規模改修工事及び増築工事を進めていたところ、本年７月

に竣工いたしました。これにより、あいずみ保育園の定員は３０人増加し、定員１

４０人となり、本町の認可保育所の総定員は５４４人となりました。一方、更なる

対策として、新たに認可保育所２か所を増やすことにいたしておりますが、うち１

か所については、平成２９年４月１日の開設を目指して整備が進むことになりまし

た。新設予定地は、住吉地区で定員４０人を予定しており、待機児童の縮減を図っ

ていきたいと思います。残りの認可保育所についても、可能な限り早く具体化でき

るよう進めていきたいと考えております。
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また、放課後児童クラブ、いわゆる学童保育の利用料軽減事業については、保育

所から小学校への切れ目ない支援により子育て支援の充実を図ることを目的に、多

子世帯の第３子以降の無料化等を平成２８年度から進めてまいります。事業規模は

約５２２万円で、うち約２分の１については県補助金を見込んでおります。

次に、小中学校施設の非構造部材に関して御報告いたします。７月１７日の徳島

新聞に「県内公立小中学校における非構造部材の耐震対策未実施が１０市町村６１

校に拡大」という記事が掲載されましたが、その内容は藍住町を含む８市町村にお

いて、窓ガラスの対策が不十分であるとの指摘でありました。

文部科学省の耐震改修状況調査においては、「学校施設の非構造部材の耐震化ガ

イドブック」の点検チェックリストに基づき、何らかの対策が必要であると判断さ

れた事案について対策を実施することとされておりますが、このチェックリストに

は「ガラスの飛散防止策」についての項目がないため、本町においては耐震対策実

施率は１００％として報告をしておりました。とはいえ、学校施設であるとともに、

特に体育館については災害時の避難所となる施設でもあります。ガラスの破損は、

避難所運営にも支障をきたす場合もありますので、改めて調査を行い対策を検討し

てまいりたいと考えております。

次に、勝瑞地区及び隣接の鳴門市大麻町地区の一部で確認されたアルゼンチンア

リの対策について御報告しておきたいと思います。このことについては、６月７日

に、勝瑞地区の住民の方から「アルゼンチンアリらしきアリがいる」との連絡が徳

島県環境首都課にあったことから、徳島県の職員と博物館員等が現地調査を行い、

採取したサンプルを専門家に確認作業を依頼したところアルゼンチンアリであるこ

とが判明いたしました。アルゼンチンアリは、噛まれても毒性はありませんが、繁

殖力が強く、人に対して不快感を与えるほか、在来のアリを駆除するなど生態系へ

の影響が心配されることから「特定外来生物」に指定されております。このため、

直ちに徳島県・鳴門市・藍住町・日亜化学工業株式会社の関係者による鳴門・藍住

アルゼンチンアリ対策協議会を発足させ、その対応について協議を行いました。そ

の協議結果を踏まえて、７月２３日に住民の方と連携しながら一斉駆除を行ってお

ります。

しかし、一度の駆除では全て駆除することは難しいと考えられることから、今後

も住民の方や関係機関の協力を仰ぎながら、完全駆除に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。
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次に、「放課後等福祉連携支援事業」について申し上げます。今議会に補正予算

で計上しておりますが、新たに「放課後等福祉連携支援事業」を実施することとし

ております。これは、文部科学省の「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早

期・継続支援事業」の一つであり、徳島県が受託をし、藍住南小学校を福祉連携校

として選定されたものです。

目的としては、福祉連携校に在籍する発達障害等のある児童に対する支援の充実

のため、福祉連携校と放課後等福祉機関との連携支援、支援内容の共有方法につい

ての研究を行うもので、平成２９年度までの１年半で、個別支援計画等の作成と活

用を通して効果的な情報共有の方法について調査研究を行うものです。なお、財源

としては全て県支出金を充てることとなります。

続いて、今議会には平成２７年度の一般会計決算のほか、各特別会計の決算認定

の議案を提出いたしておりますが、ここで、平成２７年度普通会計決算統計の結果

等について、その概要を申し上げておきたいと思います。

平成２７年度の町税収入は、約４０億１，８００万円となり、前年度と比べ０．

６％、約２，３００万円の減額となっていますが、地方消費税交付金は、約５億７，

４００万円、前年度と比べ７６．８％、約２億４，９００万円の増額、また、地方

交付税と臨時財政対策債の合計額は約２２億３，６００万円で、前年度より１．４

％、約３，０００万円の増額となっております。

一方、歳出では、人件費が前年度より３．６％、約７，１００万円の減額、物件

費は１８．９％、約４億５，０００万円減額となり、扶助費については２５．１％、

約４億２，４００万円の増加となっています。

また、普通建設事業費では、１３．５％、約１億７００万円の増額となりました。

普通会計における平成２７年度末の基金残高は合計４９億３，３４９万円、地方債

残高は８１億９，５００万円余りとなっております。主な財政指標では、経常収支

比率が８１.０％、公債費比率が４.０％、財政力指数は０.７０４となっています。

また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき算定した財政健

全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率については、実質赤字比率及び連結

実質赤字比率とも赤字は生じておらず、実質公債費比率は４.９％と基準を下回って

おり、また、将来負担比率もマイナスと、いずれも健全な状態を示しております。

公営企業会計の資金不足比率についても、水道事業会計及び下水道事業会計とも

資金不足は生じていないことを御報告しておきたいと存じます。
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それでは、第４２号議案「藍住町町民栄誉賞条例の制定について」提案理由を申

し上げます。このことについては、先ほどの全員協議会、あるいは諸般の報告でも

申し上げましたが、スポーツをはじめ、文化芸術、科学などの分野において輝かし

い成果を挙げ、本町の名を高めるとともに町民に誇りと明るい希望を与えることに

顕著な功績のあった方に対して、町民栄誉賞を設け、その栄誉をたたえるよう藍住

町町民栄誉賞条例を制定するものであります。

また、本議案につきましては、早急に諸準備を進める必要がありますので、本日、

この後、御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（森志郎君） これより、担当理事者から補足説明を求めます。この間、議

事の都合により、小休いたします。なお、議案の補足説明につきましては、要点を

分かりやすく説明してください。

午前１０時４２分小休

〔小休中に矢野理事（総務課長事務取扱）、補足説明をする〕

午前１０時４４分再開

○議長（森志郎君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。

これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（森志郎君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（森志郎君） 討論なしと認めます。これから、議第４２号「藍住町町民栄

誉賞条例の制定について」を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決

定することに異議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、議第４２号「藍住町町民

栄誉賞条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。

これより、条例の公布手続のため、しばらく小休いたします。
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〔｢異議なし｣の声あり〕

午前１０時４５分小休

午前１０時５０分再開

○議長（森志郎君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。

日程第４、議第４３号「平成２７年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」から、日程第１６、議第５５号「藍住町営住宅設置及び管理に関する条例の一

部改正について」の１３議案及び日程第１７、報告第５号「平成２７年度財政健全

化判断比率の報告について」から、日程第１９、報告第７号、「平成２７年度下水

道事業会計資金不足比率の報告について」を一括議題とします。本案について、提

案理由の説明を求めます。

石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） 先ほどは、町民栄誉賞条例の制定について、議決を賜りあ

りがとうございました。

続きまして、本日提案の議案につきまして、提案理由を申し上げてまいります。

第４３号議案「平成２７年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」は、

歳入総額が１０７億１，８４５万７，３２５円、歳出総額は１０３億３，４４８万

２，９６０円で、差引き３億８，３９７万４，３６５円となりましたが、このうち、

継続費逓次繰越に係る繰越財源が７，６８５万９，０００円、繰越明許費に係る繰

越財源が１億１，２１３万７，０００円でありますので、実質収支額は１億９，４

９７万８，３６５円となっております。さらに、実質収支額の１０％相当額１，９

５０万円を地方自治法第２３３条の２の規定により基金へ繰り入れますので、残り

１億７，５４７万８，３６５円が平成２８年度への繰越額となりました。

第４４号議案「平成２７年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）歳入歳出決算

の認定について」は、歳入総額が３７億２４６万３，０８６円、歳出総額が３６億

７，８９１万９，６３９円で、差引き２，３５４万３，４４７円となりました。な

お一層の医療費の適正化に努めてまいりたいと思います。

第４５号議案「平成２７年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入歳出決算の認

定について」は、歳入総額が２４億２７４万６，６９０円、歳出総額が２３億７，

９０９万４，６５８円で、差引き２，３６５万２，０３２円となりました。また、

歳出のうち、介護保険給付費は２２億１，４２９万２，８０１円で、前年度と比較
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して約１．２％増加しております。

第４６号議案「平成２７年度藍住町特別会計（介護サービス事業）歳入歳出決算

の認定について」は、歳入総額が１，２５４万２，１４０円、歳出総額が歳入と同

額の１，２５４万２，１４０円で、差引き０円となりました。この事業は、介護サ

ービス計画収入を財源とし、要支援者の介護予防に係るケアプランを作成しており

ます。

第４７号議案「平成２７年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）歳入歳出決

算の認定について」は、歳入総額が２億７，０４２万４，９５３円、歳出総額が２

億６，０６５万５，２５３円で、差引き９７６万９，７００円となりました。なお

一層の高齢者福祉の増進に努めてまいりたいと思います。

第４８号議案「平成２７年度藍住町特別会計（藍寿苑介護サービス事業）歳入歳

出決算の認定について」は、歳入総額が３億１，４５０万４，００５円、歳出総額

が歳入と同額の３億１，４５０万４，００５円で、差引き０円となりました。なお、

藍寿苑の運営については、平成２７年度まで指定管理とし、平成２８年４月１日よ

り民間移管されております。

第４９号議案「平成２７年度藍住町特別会計（水道事業）利益の処分及び歳入・

歳出決算の認定について」は、収益的収支で収入総額が５億３，４９０万８，９７

２円、支出総額は４億１９万６，８７４円となり、消費税経理の後、１億２，８１

５万８，７３６円の当年度純利益を計上いたしました。

利益剰余金の処分としまして、減債積立金に 1，０００万円、建設改良積立金に

８，０００万円を積み立てたいと考えております。

次に、資本的収支では、収入総額が２，７３１万２，１４０円、支出総額は、１

億１，０９３万４，２８０円となり、資本的収支不足額が８，３６２万２，１４０

円となりましたので、内部留保資金等で全額補填をいたしております。

今後とも水道事業の使命であります、安全な水の安定供給を基本とし、健全な水

道事業経営に努めてまいりたいと考えております。

第５０号議案「平成２７年度藍住町特別会計（下水道事業）歳入・歳出決算の認

定について」は、歳入総額が４億４，３３５万９，３８０円、歳出総額は４億３，

５８４万２，０８３円、差引き７５１万７，２９７円となりましたので、翌年度へ

この７５１万７，２９７円を繰越することとなりました。昨年度は、奥野地区にお

きまして、推進工事及び開削工事により、１，０２８メートルの管渠布設を行い、
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約１５．３ヘクタールの下水道供用開始をいたしております。今後とも、一層の事

業効率化を図りつつ事業の推進に努めてまいります。

第５１号議案「平成２８年度藍住町一般会計補正予算ついて」は、歳入歳出とも

１億４，６００万円を増額し、予算総額を１２７億６，９００万円とするものであ

ります。補正の主な内容を申し上げます。

総務費では、企画費で、地方創生加速化交付金事業として、委託料に２００万円、

地方創生推進交付金事業では、観光交流資源魅力化プロジェクトとして藍の魅力を

発信する関連事業費に２５０万円、ハザードマップや地域防災計画の見直し、避難

所ソーラー照明設置などのため危機管理対策費に８７７万円を計上いたしました。

民生費では、国の事業として、保育所総務費に認可保育所への保育対策支援事業

補助金３３０万円、ファミリーサポートセンター事業費では、病児預かり事業整備

費の委託料として３４０万円増額補正いたしました。

衛生費では、アルゼンチンアリ対策として、鳴門・藍住アルゼンチンアリ対策協

議会負担金９０万円を計上いたしました。

農林水産業費では、排水路改良など排水対策として、一般排水路改良費に１,６６

０万円を、地籍調査事業費では、補助金採択の見込みにより４２８万５，０００円

増額しました。

また、土木費では、道路簡易舗装費に２，０００万円、一般町道新設改良費に４

８０万円を計上いたしました。

消防費の常備消防費では、板野東部消防組合本部の通信指令センターの整備完了

に伴う、旧通信指令設備の撤去や会議室改修工事等に係る負担金８５３万円を、災

害対策費には、防災行政無線デジタル化に向けての基本構想の検討や、被災者支援

システムの構築、避難所緊急安全診断事業の委託料として３４０万円を計上しまし

た。

教育費では、小学校総務費に、福祉連携校と放課後等福祉機関との連携支援等に

ついて研究を行う放課後福祉連携支援事業に１４６万３，０００円を計上いたしま

した。その他、事業実施見込みや国・県の補助金の状況などにより、歳出過不足の

補正を行うことといたしました。

歳入につきましては、歳出に対する国・県の補助金のほか、平成２７年度決算に

より、繰越金で７，５４７万８，０００円の増額、また、地方特例交付金の決定に

より１，３３１万８，０００円の増額、町債では、臨時財政対策債の額の確定によ
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り３３６万８，０００円増額を行うものであります。

第５２号議案「藍住町税条例等の一部を改正する条例の一部改正について」は、

日本と台湾との間で租税条約に相当する内容の取決めが結ばれたことによる国内法

の整備のため、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等

の非課税に関する法律を含む、所得税法等法令の一部改正に伴い、藍住町税条例等

についても同様の改正を行う必要があり、藍住町税条例等の一部を改正する条例の

一部を改正するものであります。

第５３号議案「藍住町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正につ

いて」は、藍住町税条例等の一部を改正する条例の一部改正と同様に、日本と台湾

との間で租税条約に相当する内容の取決めが結ばれたことによる国内法の整備のた

め、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に

関する法律を含む、所得税法等法令の一部改正に伴い、藍住町国民健康保険税条例

についても同様の改正を行う必要があり、藍住町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の一部を改正するものであります。

第５４号議案「藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例について」は、ひとり親家庭等の子供の通院に係る医療費を助

成事業の給付対象に加えるよう、また、併せて字句整理を行うよう、本条例の一部

改正を行うものであります。

第５５号議案「藍住町営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、

町営住宅の入居者の資格について、住所要件等がこれまで定められていなかったた

め、町民の方で住まいに困窮されている方に住宅を提供できるよう本条例の一部を

改正するものであります。

また、これらの議案以外に、報告案件といたしまして、平成２７年度の財政健全

化判断比率と水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率について、それぞれ

報告をさせていただいておりますので、後ほどごらんいただき、御理解を賜りたい

と存じます。

以上、決算関係で８件、補正予算で１件、条例関係で４件の計１３議案について、

その提案理由と概要を申し上げましたが、何とぞ十分御審議の上、全議案について

原案どおりお認めをいただきますよう、お願いをいたしまして、提案理由の説明と

いたします。



- 14 -

○議長（森志郎君） 続きまして、監査報告について、本定例会に上程されており

ます議案のうち、決算に関する案件が８件ございますので、ただいまから審査結果

について、藤原監査委員から報告を求めます。

藤原監査委員。

〔監査委員 藤原孝信君登壇〕

◎監査委員（藤原孝信君） 議長から監査報告を求められましたので、代表いたし

まして審査結果の御報告を申し上げたいと思います。

それでは、平成２７年度藍住町一般会計歳入歳出決算審査の結果から、御報告申

し上げたいと思います。

審査は、７月２６日と２７日の両日実施をいたしました。審査の結果の総括的な

意見といたしまして、会計処理については、町条例及び役場処務規程並びに財務規

則に則り処理されており、また、収入支出の決算額につきましては、出納証書類を

照合の上、更にその内容につき検討を加え審査をいたしました結果、決算書は、収

入・支出の状況並びに財産増減の状況が正しく示されており、また、その内容につ

きましても適正なものと認定をいたしました。

国、地方ともに財政状況は依然として厳しい中、町を挙げて行財政改革に取り組

まれているところ、今後も、国の動向なども相まって、厳しい財政状況は続くもの

と思われます。限られた予算での行政運営であることから、引き続き、業務の見直

しや事務の合理化についての検討を行うとともに、有益かつ効果的な予算執行に努

め、健全な財政運営、自立した町政運営のため、なお一層、職員一丸となって取り

組んでいただきたいと思います。

事務的な面や専門的な事項については、決算審査時において、その都度、個々に

意見を申し上げたところであります。ただ、町税などの未納額の圧縮については、

今後も、債権管理の徹底を図り、住民等が不公平感を抱くことのないよう、一段の

積極的な取組をお願いしたいと思います。なお、不納欠損への見極めに当たっては、

過去の処分事績、他税目の未納についても勘案するなどの配意をお願いしたいと思

います。

次に、平成２７年度藍住町特別会計・国民健康保険事業歳入歳出決算、同じく介

護保険事業、介護サービス事業、後期高齢者医療事業、藍寿苑介護サービス事業、

下水道事業、水道事業、以上７つの特別会計の決算の審査結果について御報告いた

します。
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審査は、７月２０日に実施をいたしました。それぞれの決算書により、出納証書

類を照合の上、更にその内容について検討を加え、審査いたしました結果、会計処

理は、町条例等の諸規定に基づき、適正に執行され、また、決算書は、収入・支出

の状況、事業活動の状況並びに財産増減の状況が正しく示されており、その内容も

適正なものであると認定をいたしたところでございます。

地方においては、依然として厳しい経済情勢が続いており、高齢者や低所得者の

増加、医療費の高騰等により、独立した事業会計として設けられた特別会計の運営

は、極めて厳しい状況にあります。制度の維持運営を図るために、一般会計から一

般財源を繰り入れており、その繰入金は、増加傾向にあります。

また、国が頻繁に行う事業の見直しや制度改正の対応は、大きな負担となってい

ます。このような状況の中、住民に対して、制度や事業の周知を的確に行い、理解

を得るよう努めるとともに、他会計、他事業相互に関連するものは調整を図り、事

務事業の効果的・効率的な運営、また、経費の削減に取り組んでいただきたいと思

います。

また、収納対策については、公平性の観点からも、なお一層の努力をされるよう

申し添えたいと思います。以上、監査結果の報告といたします。

○議長（森志郎君） 続きまして、ただいま議題となっています議第４３号から議

第５５号は、先ほど、提案理由の説明がありましたが、これに対する質疑は省略し、

上程されております１３議案を、それぞれ所管の常任委員会に付託をして、十分審

査をしていただきたいと思います。

これに異議ございませんか、お諮りいたします。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、議第４３号から議第５５

号はお手元に配りました付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託するこ

とに決定しました。追加日程、配布のため、小休いたします。

午前１１時１２分小休

午前１１時１５分再開

○議長（森志郎君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。お諮りします。

ただいま石川町長から、議第５８号「藍住町町民栄誉賞授与の同意について」が提

出されました。これを日程に追加し、追加日程第１として、議題にしたいと思いま
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す。異議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。議第５８号「藍住町町民栄誉賞授与の

同意について」を日程に追加し、追加日程第１として、議題とすることに決定しま

した。

追加日程第１、議第５８号「藍住町町民栄誉賞授与の同意について」を議題にし

ます。本案について、提案理由の説明を求めます。

石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） ただいま、議長から第５８号議案「藍住町町民栄誉賞授与

の同意について」提案理由の説明を求められましたので、申し上げます。

これまで、るる申し上げてまいりましたように、リオ五輪において、本町出身の

松友美佐紀選手は高橋礼華選手とのペアによるバドミントン女子ダブルスで見事、

金メダルを獲得されました。

このことは、本町初の五輪選手であるとともにバドミントン競技では、日本人初

の金メダルという偉業であり、藍住町の名を高めるとともに町民に誇りと明るい希

望を与えるものであり、先ほど議決をいただいた町民栄誉賞条例に基づき、松友美

佐紀さんに対し、第１号の町民栄誉賞をお贈りしたいので、議会の同意をいただく

ため提案するものであります。よろしくお願いを申し上げます。

○議長（森志郎君） 議第５８号につきましては、ただいま町長から説明がありま

したように、本案は人事に関する案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ち

に原案のとおり議決いたしたいと思います。これに異議ございませんか。お諮りい

たします。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、議第５８号「藍住町町民

栄誉賞授与の同意について」は、原案のとおり可決されました。

○議長（森志郎君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。お諮りいたします。

議案調査、委員会審査のため９月６日から９月１４日までの９日間を休会としたい

と思います。これに異議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕
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○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、９月６日から９月１４日

までの９日間を休会とすることに決定しました。なお、次回本会議は、９月１５日

午前１０時、本議場において再開いたしますので、御出席をお願いいたします。本

日は、これをもって散会といたします。

午前１１時１８分散会
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平成２８年第３回藍住町議会定例会会議録（第２日）

平成２８年９月１５日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。

１ 出席議員

１番議員 喜田 修 ９番議員 西岡 恵子

２番議員 古川 義夫 １０番議員 西川 良夫

３番議員 小川 幸英 １１番議員 平石 賢治

４番議員 林 茂 １２番議員 永濵 茂樹

５番議員 安藝 広志 １３番議員 奥村 晴明

６番議員 鳥海 典昭 １４番議員 佐野 慶一

７番議員 矢部 幸一 １５番議員 森 彪

８番議員 徳元 敏行 １６番議員 森 志郎

２ 欠席議員

なし

３ 議会事務局出席者

議会事務局長 大塚 浩三 主査 林 隆子

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者

町長 石川 智能

副町長 北口 高義

副町長 友竹 哲雄

監査委員 藤原 孝信

教育長 和田 哲雄

理事（総務課長事務取扱） 矢野 博俊

理事（福祉課長事務取扱） 三木 慶則

教育次長 下竹 啓三

会計管理者 中野 孝敬

企画政策課長 柿内 直子

税務課長 藤本 伸

健康推進課長 森 伸二

社会教育課長 奥田 浩志

住民課長 高田 俊男

生活環境課長 石川 洋至



- 19 -

建設課長 近藤 孝公

経済産業課長 森 美津子

下水道課長 賀治 達也

水道課長 森 隆幸

西クリーンステーション所長 高木 律生

５ 議事日程

議事日程（第２号）

第１ 一般質問

９番議員 西岡 恵子

１２番議員 永濵 茂樹

４番議員 林 茂

３番議員 小川 幸英

１０番議員 西川 良夫

８番議員 徳元 敏行
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平成２８年藍住町議会第３回定例会会議録

９月１５日

午前１０時開議

○議長（森志郎君） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。

○議長（森志郎君） 日程第１、「一般質問」を行います。一般質問の通告があり

ましたのは６名であり、これより既定の順序によりまして一般質問を許可いたしま

す。なお、あらかじめお願いをしておきます。質問時間は１時間となっております。

質問者は通告内容に基づき、質問の主旨を明確にして質問してください。理事者は、

質問内容に的確に答弁をするようお願いいたします。

○議長（森志郎君） それでは、まず初めに９番議員、西岡恵子君の一般質問を許

可いたします。

西岡恵子君。

〔９番 西岡恵子君登壇〕

●９番議員（西岡恵子君） それでは、議長の許可を得ましたので、ただいまより

一般質問を始めます。理事者は簡潔、明瞭な答弁をお願いいたします。

それでは、通告書の質問事項、教育、福祉、環境、その他について行います。

まず、教育事項の小中学生の自殺予防について、御存じのとおり、平成１９年に

９月１０日から１６日の１週間を自殺予防週間と決め、国を挙げてその予防に取組、

今週はそれに当たっております。取組の成果もあり、全体の数は減少傾向、一時期

３万人を越える自殺者が、平成２４年以降は減少傾向と報告されています。しかし、

その中で、若年層の自殺率は増加傾向、重大な問題との認識です。特に、思春期の

１２歳から１７歳、中高生の自殺は増え続けているとのこと、将来ある子供の自殺

という行為に接することは、余りにも悲しすぎる事態です。そして、それは、学校

の長期休業や春休み、５月の連休等が多く、特に夏休み明け前後の時期が最も多い

と言われております。

本町においては、このような事態はなく、ほっとしているところですが、全国津

々浦々、原因、動機は共通点があり、どこにおいても起こりうる問題だとの認識で、

更なる取組が大切と考えます。
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小中学生の自殺では、小学校、中学校、また、女子と男子で多少の違いはあるも

のの、家庭生活、学校生活に起因するものが多いとのデータがあり、その中には、

人として決して許されない行為、いじめ問題があります。いじめ問題に対しては、

全国で子供の命を守り、いじめを原因とする痛ましい自殺がないようにと、取り組

んでいるところですが、残念なことに、この８月、青森県において２人の中学生が

自殺、１人は教育委員会がいじめはあったと断定いたしました。このことは、本町

においても起こりうる問題だと考え、その認識と取組について尋ねます。

次に、福祉事項、災害時要援護者支援対策について、質問をいたします。高齢者

や障がい者などの要支援者を受け入れる福祉避難所の指定はどのようになっていま

すか。福祉避難所は、災害時に一般の避難所で、健康な人と同じ環境で生活するの

が困難な認知症患者や障がい者、妊婦等を受け入れる施設で、具体的には、介護の

必要な高齢者や障がい者など、一般の避難所では生活に支障を来す人に対して、ケ

アが行われるほか、要援護者に配慮したポータブルトイレ、手すりや仮設スロープ

など、バリアフリー化が図られた避難所のことです。８月３１日の徳島新聞に、半

数以上の市町村が施設不足、増設困難との記事があり、本町においては、要支援者

数１，０２６人、福祉避難所指定１か所、収容人数３０人と掲載されていました。

要支援者数に対して余りにも少ない収容人数を心配いたしますが、今後の対策につ

いてお尋ねをいたします。

また、地域で暮らしている人のうち、災害時に支援の必要な方の把握ということ

で、以前、避難行動要支援者名簿の作成に取り組むとのことでしたが、名簿は整備

できているのでしょうか。

関連して、災害時の情報伝達、防災システムについてですが、これも同時期の徳

島新聞の報道によりますと、県内市町村の半数以上がＳＮＳ活用進まずとありまし

た。本町はアカウント、ユーザー名とパスワード、フェイスブックの登録はできて

いるようですが、即活用できる状態でしょうか。東日本大震災や熊本地震において、

電話回線がつながりにくい状態になったとき、ツイッターなどの会員制交流サイト

ＳＮＳが、効果を発揮したと言われております。本町は平均年齢も若く、災害時の

情報伝達の手段として、早期に充実さす必要があると考え、取組について尋ねます。

次に、環境事項、地球温暖化対策について、質問をいたします。この問題は、地

球規模の問題とされ、その取組は世界中で実施されております。本町においても、

その取組の一つとして、長年エコスタイルを実施、本年も５月半ばから１０月末日
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まで行なっているところです。取組としての数値化をした場合、そのＣＯ２削減率

の変動はどうなっているのでしょうか。また、自然エネルギーへの取組も提唱され

ていますが、今後の取組についてお尋ねいたします。

また、事業として、地球温暖化防止実行計画の策定、推進と掲げていますが、策

定年度としては、いつを予定しているのかお尋ねをいたします。

最後に、男女共同参画社会の推進について、質問をいたします。本町においては、

平成２１年３月に「藍住町男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実

現に向けて取組、さらに、それまでの取組で見えてきた、固定的な性別役割分担意

識が根強くあることや、男女共に活動の選択肢を狭め、家庭内暴力などの人権侵害

ほか多くの課題が見つかり、さらに、これらを解決するために、これまでの成果と

新たな課題、社会環境の変化を踏まえた「第２次藍住町男女共同参画プラン」を平

成２６年度から平成３０年度の５年間の計画期間として策定されております。

このプランの基本理念は「男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現」です。

初期の「男女共同参画プラン」推進に当たり、見えてきた課題、固定的な性別役割

分担意識が根強くあること、男女共に活動の選択肢を狭め、家庭内暴力などの人権

侵害など、多くの課題があったとのことですが、具体的にはどのような問題があっ

たのでしょうか、お尋ねをいたします。答弁により再問をいたします

○議長（森志郎君） 和田教育長。

〔教育長 和田哲雄君登壇〕

◎教育長（和田哲雄君） 西岡議員さんの、小中学生の自殺予防並びにいじめ問題

についての御質問に答弁申し上げます。

子供の自殺、このような悲惨で不条理な事件は、藍住町では絶対に起こしてはな

りません。藍住町では「アンテナは高く、センサーは鋭く、行動は果敢に」これを

合い言葉に、教職員が子供たちの僅かな異変を敏感に感じ取り、感じ取ったら果敢

に行動に移すようにしています。いじめ問題については、全小中学校にて、いじめ

防止基本方針を作成し、全教職員、共通認識、共通理解の下、いじめの防止、早期

発見に努めています。

また、気になる児童生徒に対しては、学校と家庭とで連絡を密に取り合い、情報

を共有化しています。気になる児童生徒、不登校傾向の児童生徒については、通常

月のみならず、夏休み期間中も担任が家庭訪問をしたり、保護者と連絡を取り合っ

たりして、児童生徒の様子を確認しています。
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学校では、毎年、定期的に児童生徒にアンケートを取り、教師が気が付かないい

じめや問題行動がないかを点検しています。

また、ＱＵアンケート、これは、子供たち一人一人の学校生活に対する満足度と、

意欲並びに学級集団における個人の立場を把握する専門的なアンケートです。学校

での個別アンケートに加え、毎年、予算を掛けて小中学校で、このＱＵアンケート

も実施しております。以上は、いじめや気になる事案を早期に発見し、早期に対応

する行動方式ですが、藍住町では、いじめが起きないように、事前に予防する教育

を町内の全小中学校を挙げて実践しております。それは、鳴門教育大学予防教育科

学センターと連携して取り組んでいる予防教育の実践です。

予防教育では、小学校３年生から中学校１年生までの５年間を対象としたプログ

ラムがあり、年４時間コースと年８時間コースがあります。

藍住町では、平成２３年度から研究を始め、平成２４年度に試行的に導入し、平

成２５年度から小学校３年生を対象に本格的に開始し、徐々に対象学年を増やして

きました。本年度は、本町の小学校３年生から中学校１年生までの全学校、全クラ

スで実践できる段取りとなりました。今後とも、予防教育を実践し、いじめの予防

に努めたいと思います。以上、自殺の大きな原因の一つである、いじめの早期発見、

早期対応についての、学校での具体的取組並びに藍住町全小中学校を挙げての予防

教育の実践について、答弁申し上げました。今後とも、藍住町の子供たちが、安心

して過ごせる学校づくりを目指して、学校や家庭、さらに、地域と連携してまいる

所存でございます。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 矢野理事。

〔理事（総務課長事務取扱） 矢野博俊君登壇〕

◎理事（総務課長事務取扱）（矢野博俊君） それでは、私のほうから西岡議員さ

んの御質問のうち、まず、福祉避難所に関連しまして、御答弁させていただきます。

福祉避難所の確保につきましては、弱者を守り、人的被害を抑制するための重要

な課題と考えております。しかしながら、現在のところ、本町では、福祉避難所は

身体障がい者向け施設１か所のみの指定となっております。先ほど、議員さんから

も御指摘がございましたが、新聞にもこのことが載っておりました。

それで、福祉避難所の確保につきましては、身体障がい者のほか、在宅要介護高

齢者、また、精神、知的障がいのある方など、それぞれについて避難施設が必要で

あるものと考えております。このうち、在宅要介護高齢者の避難施設につきまして
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は、民間の老人福祉施設との協定により、確保するよう考えておりますので、現在、

個別に説明に上がって、協力を得られるよう進めたところでございます。

また、現在、計画を進めております、文化ホール・公共施設複合化事業によりま

す施設の一部を福祉避難所に利用したいと考えており、建設担当課、また、関係部

署と調整を進めているところでございます。

続きまして、防災システム、ＳＮＳの関係でございます。防災システムＳＮＳの

早期充実についてという御質問でございますが、現在、防災関係では、本町におい

ては、防災行政無線、また、Ｊアラート、ホームページでありますとか、エーアイ

テレビ等での住民の皆さんへの災害情報をお知らせをするというようなことで行っ

ております。

また、ＳＮＳのアカウントにつきましては、現在、藍住町でも持っておりますが、

防災については、現在、利用ができておりません。このＳＮＳの充実につきまして

は、フェイスブック、ツイッター、ラインなどの利用、普及が進む中、一方的に行

政から住民向けに情報を発信するだけではなく、住民の皆さんから情報を吸い上げ

ることもできるため、ある場面においては、非常に効果があるシステムであると思

われます。こうしたことを踏まえ、その有効性から近年においては、ＳＮＳで災害

情報を発信する自治体も増えつつあるところでございます。

ただ、反面、大規模な災害が発生し、非常に緊迫した状況の中で、不確かな情報

に振り回される危険性、また、多くの情報を整理する体制の確保等も必要となって

まいりますので、ＳＮＳの利用方法、また、課題、問題点をもう少し整理いたしま

した上で、解決を図ってまいり防災に活用したいと考えております。

続きまして、地球温暖化防止対策の関係でございます。本町の地球温暖化防止対

策につきましては、平成２２年度に第１次の「地球温暖化対策実行計画」を策定し、

以来、本町の公共施設や公用車の管理、行政事務、事業を起源とする温室効果ガス

の排出量削減を図ってきております。

この第１次実行計画では、５年間で温室効果ガス排出量８．５％削減を目標とし

ておりましたが、結果的には３．４％の削減にとどまっておる状況でございます。

これまでの取組についてでございますが、節電でありますとか、ＣＯ２削減対策

として、温度の設定、クールビズなどのエコスタイルの実施、ノー残業デー、庁舎

や学校での消費電力の抑制のためのデマンド監視装置の設置、休憩時等のパソコン

等ＯＡ機器の低電力モード・スタンバイ機能の使用でありますとか、不要な照明の
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消灯、窓ガラスの断熱フィルムの施工でありますとか、照明器具、これは道路の街

灯も含みますが、ＬＥＤ化などを実施してきております。

今後の取組に関してでございますが、第１次の「地球温暖化対策実行計画」が終

了したことに伴いまして、本年度から５年間の「第２次地球温暖化対策実行計画」

を策定し、新たに、平成２６年度を基準年度とし、５年間で温室効果ガス排出量を

５％削減することを目標に取り組むことといたしております。

引き続き、これまでの取組を進めていくとともに、設備や機器、公用車等の更新

に合わせまして、燃料効率の高いよいもの、省エネ機器などの導入を図ってまいり

たいと思います。

あともう１点、自然エネルギーの利用という御質問がございました。町施設への、

一つ考えられるのが、太陽光発電等と思いますが、省エネ対策、地球温暖化対策か

らも考えていかなければならない課題と考えております。しかし、進んでいないの

が現状であります。今後の課題と考えておるところでございます。以上、答弁とさ

せていただきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（森志郎君） 三木理事。

〔理事（福祉課長事務取扱） 三木慶則君登壇〕

◎理事（福祉課長事務取扱）（三木慶則君） 西岡議員の避難行動要支援者名簿の

作成について答弁いたします。

本町における避難行動要支援者の名簿登録は、従来から民生委員に御協力をいた

だき、要援護者台帳に登録している独り暮らし等の高齢者４９８人の方に、地域防

災計画に定義されている要介護３から５の介護認定を受けている方、身体障害者手

帳１、２級を所持する身体障がい者、療育手帳Ａを所持する知的障がい者、精神障

害者保健福祉手帳１、２級を所持する単身世帯の方、日常生活に支援が必要な難病

患者を加え、平成２８年４月１日現在、合わせて１,０２６人が登録されております。

名簿登録者については、災害時に適切な避難行動が支援できるよう、地域の民生

委員、自治会や防災組織等と協議し、最終的には個別避難支援プランの作成を目標

に、進めていきたいと考えております。以上、答弁とします。

○議長（森志郎君） 柿内企画政策課長。

〔企画政策課長 柿内直子君登壇〕

◎企画政策課長（柿内直子君） 私のほうから西岡議員の御質問のうち、男女共同

参画社会の推進についてを答弁させていただきます。
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平成２６年度に策定いたしました、第２次藍住町男女共同参画プランでは、「人

権尊重と意識改革」、「男女平等を侵害する暴力の根絶」、「家庭生活・地域生活

等の仕事の両立」、「参画の拡大と推進」及び「男女が共に安心して暮らせる環境

づくり」の５つを主要課題としております。今までの取組といたしましては、町職

員・教職員に対する研修、リーフレットの配布、町民参加の講座の実施をしており

ます。

５つの課題項目のうち、男女共同参画社会の推進には、政策・方針決定過程への

女性の参画の拡大が最も重要ではないかと考えておりますが、本町の審議会、委員

会等への女性登用状況を見ると、目標４０％に対して、２８．７％と目標達成には

至っておりません。

今後は、この目標４０％達成に向けて取り組んでまいります。以上、答弁とさせ

ていただきます。

○議長（森志郎君） 西岡恵子君。

〔９番 西岡恵子君登壇〕

●９番議員（西岡恵子君） 御答弁頂きましたので、再問をいたします。

まず、小中学生の自殺予防について、その認識と取組について御答弁頂きました。

いじめ防止基本方針や予防教育の実践というところで、様々な取組をしておられる

ようでございます。児童生徒の自殺を防ぐためには、学校や家庭、地域においての

対応や連携が重要、加えて今後も本町において、決して痛ましい事故が起きないよ

うに取り組むことが大切との思いです。

さらに、子供を取り巻く環境は、インターネットの普及により大きく様変わり、

親や周りの大人たちが気付きにくいネットを通じてのいじめも増加傾向と聞きます。

これらを含め、予防教育への具体的取組について、さらにお尋ねをいたします。

福祉避難所について御答弁を頂きました。まだまだ対策が不十分との認識でござ

います。１,０２６人、今、上がっております１,０２６人に対して、まだまだ、支

援人数には達していないっていう、そのことを今、受けました。先の質問でも申し

上げましたが、高齢者や障がい者などの要支援者に加え、東北大震災や熊本地震の

教訓から、幼子を抱えたシングルマザーやＤＶ被害者、外国人などに配慮した支援

体制も考えておく必要があると思います。どのようにお考えでしょうか。

避難行動要支援者名簿はできているとのことです。４９８名の地域の人たちにつ

いてはできている、という御答弁を頂きました。今後、この活用について、いろい
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ろ考えていかなければならないと思いますが、具体的には、どのようなことを考え

ているのでしょうか、お尋ねをいたします。

続いて、防災システムについて、お答えを頂きましたが、まだまだ不十分の感が

いたします。この防災システムにつきましては、藍住町地域防災計画にも具体的な

体系が示されておりません。災害時に混乱の起きないように、早期に防災システム

の設定をする必要があると考えます。ＳＮＳで先ほども言われましたが、混乱を生

じてはいけない、確かに、その情報がたくさん集まりその処理ができなかったら、

どれが正確な答えかどうかっていうこともあろうかと思います。早期に職員研修等

をして、十分なシステム体系を整える必要があると思います。よろしくお願いをし

ておきます。

続いて、環境事項、地球温暖化防止対策について、お答え頂きました。自然エネ

ルギーの有効活用をする場合、その設置費用や売電価格の費用対効果を考えると、

負担率が高く、計算上はマイナスになるとの事業も考えられますが、限りある資源

のできるだけ少ない活用や、一旦、事故が起きたら取り返しがつかない原発への依

存をなくするためには、長期視点に立つことも大切と考えます。民間が率先して自

然エネルギーに取り組んでいる中、本町もさらに自然エネルギーへの転換を図るべ

きと考えます。いかがでしょうか。

最後に、男女共同参画社会の推進について、お答えを頂きました。平成２６年に

策定された「第２次藍住町男女共同参画プラン」の推進に向けてと、先ほど課長も

言われました、人権尊重と意識改革、男女平等を侵害する暴力の根絶、家庭・地域

生活と仕事の両立、参画の拡大と推進、男女が共に安心して暮らせる環境づくり、

と言われております。今年で３年目、ちょうど中間地点でございます。先ほど参画

の拡大と推進においては、女性登用４０％目標がまだ達成できていない、これを達

成したい、とのお言葉も頂きましたが、具体的には、数値目標を持って進んでいる

ようですが、今までの経緯はどのようになっているのでしょうか、お尋ねをいたし

ます。

○議長（森志郎君） 和田教育長。

〔教育長 和田哲雄君登壇〕

◎教育長（和田哲雄君） 西岡議員さんの再問の藍住町の小中学校で取り組んでい

る予防教育の概要について、答弁申し上げます。

予防教育は、鳴門教育大学が開発したプログラムで、一口で言えば、大脳生理学
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に基づいた「現代版道徳教育」と言えるものです。プログラムとしては、自己信頼

心の育成プログラム、感情の理解と対処の育成プログラム、向社会性プログラム、

ソーシャル・スキルプログラムの４つのプログラムで構成されています。各プログ

ラムとも、小学校３年生から中学校１年生までのプログラムがあり、１学年１プロ

グラム当たり、８時間コース又は４時間コースで編成されています。各学校の各学

年で、四つのプログラム中、一つのプログラムを選択して、藍住町では実践してい

ます。

予防教育では、音声や画像を使い、子供たちの五感に直接呼び掛けつつ、アニメ

の動画を用いながら、子供たちが登場人物になりきって、ストーリーの中で、様々

な出来事を疑似体験できる仕組みになっています。例えば、いじめについても、「い

じめはいけないことだ」と、親や教師が教えても子供たちには観念的、抽象的なこ

ととして、心に余り響かないかもしれません。ところが、アニメの動画の中で、疑

似体験することにより、「いじめを受けることは、こんなにつらく悲しいのだな。

僕は、私は、決して友達をいじめるようなことはしまい。」と心で深く感じるよう

になります。

従来型のいじめはいけない、と左脳の世界に倫理的に呼び掛ける方法だと、ある

程度の限界もありますが、左脳に加えて、感情や直感をつかさどる右脳にもダイレ

クトに呼び掛けることにより、一層鮮明に、子供たちは心に響いて感じるようにな

ります。また、子供たちが飽きないよう、集中できるよう、随所にゲームを取り入

れていますので、子供たちも楽しみながら、いつの間にか予防教育授業に、ぐいぐ

い引き込まれている状況となっています。

プログラムによって、狙いや特徴が少しずつ異なりますが、「自分は大切な存在、

同様に周囲の人も大切な存在」であることを、はっきりと自覚していくことが、予

防教育各プログラム共通の根幹になっています。

予防教育の効果については、まだ断定的なことは言えませんが、藍住町の子供た

ちの自己肯定感や規範意識が、着実に改善していることは、全国学習状況調査等の

アンケート結果からも、明らかになっています。

いじめについて言えば、自己肯定感の高い子は、他の子をいじめたりしません。

また、規範意識の高い子は、いじめに同調せず、やめさせる側に立ちます。

１プログラム当たり１学年で、年間僅か８時間又は４時間の予防教育ですが、小

学校３年生から中学校１年生までの５年間、継続していくことにより、顕著な効果
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が現れてくるものと大いに期待しています。

また、各学校は予防教育に加え、命と人権を尊重し互いを思いやる、各校独自の

授業についても創意工夫しています。例えば、命を尊重する授業、赤ちゃん先生プ

ロジェクト、人の人格を尊重し、自分も守る携帯スマホの適正使用授業、などなど、

実践していることを申し添え、再問に対する答弁とさせていただきます。以上でご

ざいます。

○議長（森志郎君） 矢野理事。

〔理事（総務課長事務取扱） 矢野博俊君登壇〕

◎理事（総務課長事務取扱）（矢野博俊君） それでは私のほうから、西岡議員さ

んの再問につきまして、御答弁をさせていただきます。

まず、１点目の福祉避難所の関係でございます。こちらにつきましては、先ほど

も申し上げましたが、福祉避難所の確保につきましては、身体障がい者のほか、在

宅要介護高齢者、また、精神、知的障がい者の方など、それぞれについて避難施設

が必要であるものと考えておりますが、施設の一番大きいのは、人の確保と体制面

もございます。それで、余り進んでいない状況でございます。このため、現在、個

別に説明に上がって、協力をいただくよう進めているところでございます。今後と

も協力が得られるよう、周知や説明を行い、福祉避難所の確保に努めてまいりたい

と思います。

また、あわせまして、先ほど議員さんからも御指摘がございましたが、外国人で

ありますとか、妊婦、それ以外の方もあると思います。対応できるよう、それと一

番には、プライバシーの確保ということもございます。今後、検討してまいりたい

と考えております。

それと、ＳＮＳの早期実現についてということでございますが、こちらにつきま

しても、情報がリアルタイムで、発信や収集ができるため利点がございます。行政

の利用として、情報の有効性や多くの情報整理、また、分類、それから抽出という

ような必要性もございます。今後の取り組むべき課題として検討してまいりたいと

考えております。

続きまして、地球温暖化防止対策でございますが、この中の自然エネルギーの利

用ということでございます。こちら、先ほども申しましたが、その一つとして太陽

光の利用というのがございます。それで、現在、本町としましては、設置しており

ますのが、町民体育館に設置しております。あと、規模は小さいものでございます



- 30 -

が、図書館の駐車場、それと、今、本年度計画をしておりますが、各避難所入口に

照明を確保するということで、太陽光、蓄電池付きの太陽光設置を検討していると

ころでございます。

それ以外の施設ということでございますが、この計画につきましては、省エネ対

策、また、地球温暖化対策から考えていかなければならない課題と考えております。

しかし、施設の構造でありますとか、建築年数の経過、改修とか修繕等の問題も

出てまいっております。導入経費のこともあり、今のところ具体的な計画はしてお

りません。今後の課題とさせていただきたいと思います。以上、答弁とさせていた

だきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（森志郎君） 三木理事。

〔理事（福祉課長事務取扱） 三木慶則君登壇〕

◎理事（福祉課長事務取扱）（三木慶則君） 西岡議員の避難行動要支援者名簿の

再問、活用策についての再問ですが、先ほど答弁いたしましたとおり、名簿登録者

が、災害時に適切な避難行動が支援できるよう、地域の民生委員、自治会や防災組

織等と協議し、最終的には個別避難支援プランの作成を目標に進めていきたいと考

えております。

○議長（森志郎君） 柿内企画政策課長。

〔企画政策課長 柿内直子君登壇〕

◎企画政策課長（柿内直子君） 西岡議員さんの御質問のうち、男女共同参画社会

の推進についての再問に答弁をさせていただきます。

委員会、審議会等の女性の登用状況について答弁させていただきますと、該当す

る委員会が５委員会ありまして、達成している委員会につきましては、１件となっ

ております。

審議会につきましては、該当する審議会１７審議会のうち、３審議会しか達成し

ておりません。この目標達成に向けては、男性の意識改革と、女性自身が政策、施

策決定の場に参画する意識を高めることが必要だと考えております。啓発に努め、

審議会、委員会における男女比率を改善し、男女が対等に政策や方針決定に関わら

れるよう、積極的に女性の登用を図ってまいりたいと考えております。以上、答弁

とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 西岡恵子君。

●９番議員（西岡恵子君） 小中学生の自殺やいじめの予防については、本町にお
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いては、予防教育を徹底して力を入れていく、ということを御答弁頂きました。ま

た、鳴門教育大学が開発した、大脳生理学的に、それに即したプログラムの実践、

という具体的な御答弁も頂きました。関係者が、どの学校、どの学級でも起こりう

るものである、と共通認識に立って、生徒が学校内外において安心して生活できる、

決して本町では痛ましい事故が起こらないようにお願いをして、未然防止、更に力

を入れて取り組むようにお願いして、私の再々問を終わります。

○議長（森志郎君） 次に、１２番議員、永濵茂樹君の一般質問を許可いたします。

永濵茂樹君。

〔１２番 永濵茂樹君登壇〕

●１２番議員（永濵茂樹君） まず初めに、この度のリオ五輪バドミントン女子ダ

ブルスで、金メダルを獲得した松友美佐紀選手に、県民栄誉賞贈呈式を９月２６日、

県庁で行うと発表した。ペアを組んだ高橋礼華選手に特別功労賞を贈呈、また、藍

住町は、９月２７日午前１０時から町役場で、松友美佐紀選手への町民栄誉賞の授

与式を開き、高橋選手にも感謝状を贈呈、町出身の松友美佐紀選手の凱旋パレード

を２７日午前１１時から大型量販店ゆめタウン徳島周辺の県道徳島環状線８００メ

ートルで行う。高橋選手と２人でオープンカーに乗り、東西車線を５０分掛け往復

する。パレード後の午後１時から、町民体育館で金メダルの報告会、午後２時から

母校の藍住東小学校を訪問する。徳島新聞社は１９日、本社が号外として、リオ五

輪バドミントン女子ダブルス・金を制した松友美佐紀選手と高橋礼華選手の快挙を

伝える号外を３万７,２００部発行。松友選手の出身地・藍住町役場前、徳島駅前な

どで配布した。松友選手の母校、藍住東小学校や町民体育館には、横断幕を設置、

いずれも１０月中旬まで掲げる。

藍住町で育った松友美佐紀選手が、バドミントン女子ダブルスで世界の頂点に立

ったことを藍住町民として誇りに思い、感謝するとともに祝福いたします。

それでは、議長の許可を頂きましたので、ただいまより通告に従い、一般質問を

いたします。理事者におかれましては、明確な御答弁をお願いいたします。

まず、教育問題として、平成２８年８月２０日から２１日の２日間、第６４回日

本ＰＴＡ全国研究大会・第４５回日本ＰＴＡ四国ブロック研究大会・徳島うずしお

大会が盛大に開催されました。８月２０日の分科会は徳島県内７分科会に分かれて

開会、テーマとして第１分科会、組織運営・広報活動で「ＰＴＡの組織づくりと広
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報活動について語り合おう」会場・小松島市ミリカホール、参加者４００人、第２

分科会、家庭教育・健康安全「食育を通して健やかな子どもを育てるＰＴＡ活動の

あり方」会場・あわぎんホール大会議室、参加者５００人、第３分科会、学校教育

「地域とともに伸びゆく学校～少子化で変わる学校教育とＰＴＡ活動のあり方～」

会場・三好市池田総合体育館、参加者７００人、第４分科会、人権教育「未来につ

なげかけがえのない「いのち」」会場・吉野川市鴨島公民館、参加者６００人、第

５分科会、環境教育・地域連携「地域・自然と共存する学校・ＰＴＡ～自然豊かな

環境での特色ある学校教育とＰＴＡ～」会場・阿南市文化会館、参加者５００人、

特別・第１分科会として、日本ＰＴＡ全国協議会担当「子どもを取り巻く課題の解

決に向けて～人と人との結びつきとコミュニケーション力～」会場・鳴門市文化会

館、参加者１,５００人、講演者・女優、水野真紀氏。特別・第２分科会として、文

部科学省協力「地域防災を支えるひとづくり～震災から学ぶ家庭・学校・地域のパ

ートナーシップ～」会場・あわぎんホール、参加者８００人、講演者・岩手県山田

町の教育次長、箱山智美氏。第１分科会から第５分科会においても、各会場、基調

講演者の先生方が、専門分野の講演をしていただき大変好評でありました。

８月２１日、全体会は会場アスティとくしまにおいて５,０００名の参加の中、公

益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会、寺本会長挨拶の中、「日本ＰＴＡは教育を本旨

とし、小学校及び中学校におけるＰＴＡ活動を通して、我が国における社会教育及

び家庭教育の充実に努め、家庭、学校、地域の連携を深め、子供たちの健全育成を

推進する。また、教育の原点は、家庭教育にあることを再認識し、活動の原点を見

失うことなく、子供たちの健やかな育成と教育環境の向上のため、大人として学び

を深めることを継続して、社会教育及び家庭教育の充実を目的として活動していま

す。」と言われました。また、「今だからできるＰＴＡを、ひとりの百歩より１０

０人の一歩から」とも言われていました。

私も８月２０日の第４分科会、人権教育「未来につなげかけがえのない「いのち」」

に参加しました。後を絶たないいじめ問題、友達の大切さとして、人権教育観劇会、

一人芝居、講演者・福永宅司先生、教育、子育て、人権問題の講演家、これがパン

フレットです（資料を示す）、これが本とね（資料を示す）、講演に行ってきまし

た。毎年、全国各地で１００回以上の講演、観劇会に出演、一人芝居、講演会１１

年間で１,５００回実施、元小学校教諭、元大学講師、実在の講演会、一人芝居、大

変好評でありました。
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若い命が、いじめが原因で後を絶たない自殺問題、自殺に追い込まれた取り返し

のつかない若い命、当人の心情は、若い将来の夢も絶たれた両親、家族の心情は、

やるせない気持ちがいっぱいであります。大人が子供の悩みを聞いてやれる環境づ

くりです。人ごとではなく、自分の子供、孫に、いつ悩みが降りかかってくるか分

かりません。大人、一人一人が、自覚を持って取り組まなければと思います。子供

たちの健やかな育成と教育環境、命の大切さ、いじめ問題等についての講演を推進

していただきたい。徳島うずしお大会の各分科会や全体会の感想についてと、藍住

町の教育問題、学校、ＰＴＡ、家庭等の現況報告、今後の教育姿勢を伺いたい。

次に､防災について、「防災の日」９月１日、南海トラフ巨大地震の発生、津波や

台風などに備え、県内各市町、例えば、鳴門市、海陽町、板野町など、防災訓練が

行われたとのことでありました。藍住町の防災の日の訓練状況を伺いたい。

南海トラフ巨大地震、自治体と連携対策として、津波等に備えて迅速避難、盛土

対策について、台風１０号による暴風雨の影響で、岩手県や北海道、冠水や堤防決

壊で岩手県岩泉町では、高齢者施設浸水で９人死亡、新たに２人の遺体が発見で、

グループホーム楽ん楽んの９人を含むほか１２人の死亡が確認され、犠牲者は１６

人となった。岩手県によると岩泉町と久慈市で道路が寸断し、約１,１００人が依然

として孤立している。岩泉町では全域で断水が続き、約７４０人が避難所への避難

を余儀なくされている、９月３日の徳島新聞に掲載。今後、藍住町においても、町

内福祉指定避難所の対策推進を。

次に、台風・豪雨・津波避難に備え他町の施設に頼らず、勝瑞地区に人工高台を

講じていただきたい。津波避難の人工高台「命山」が小松島市和田島町の松田新田

に完成した。西日本での完成第１号で８月１日から一般開放される。市は１０日開

会の市議会６月定例会議に、施設の設置・管理に関する条例を提案した。小松島ニ

ュータウン内の公園の一角に整備、高さ５．５メートル、一辺４６メートルの正方

形、使用した盛土の量は約７，０００立方メートル。のり面には、階段とスロープ

があり、ニュータウンの全住民約２,１００人が避難できる。液状化対策として、長

さ１７メートルのコンクリート柱を打ち込み地盤改良した。建設費は約１億５,００

０万円で、国の補助を受けたとのことでした。

藍住町にも、台風・豪雨・津波避難の安心、人命救助の人工高台対策、国の補助

金も受け、安心、人命救助対策を講じていただきたい。

次に、台風・豪雨災害に備え、町内の抜本的排水対策について、台風・豪雨災害
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に備え、懸案の町内の古い水道管の見直し、取替え、土地地盤の低い箇所や町内側

溝の見極め、掃除、また、前川、千間堀、正法寺川等の流水末ポンプの整備・点検

及び増設について対策を講じていただきたい。また、古い水道本管の点検について

も漏水調査を行い、見直し、取替えをしていただきたい。

次に、熊本地震を教訓に、活断層も含めた防災、講演、講座について、南海地震

に備え、災害への危機管理、周知対策として、熊本地震を教訓に、夜間避難と活断

層も含めた防災講演、防災講座の開催を講じていただきたい。また、災害時の仮設

住宅不足解消、用地の確保として、古い町営住宅、空き家等の利用計画、いろんな

アイデアで、対応計画を災害発生以前から検討していただきたい。

次に、災害時の特設、公衆電話回線導入対策について、災害時は携帯電話混線で、

電話が通じないと聞いております。特設公衆電話であれば、災害時優先的に対応と

のことですので、前もって設置計画、推進して周知対策を講じていただきたい。

次に、藍住町防災避難訓練、見直し検討対策について、藍住町公共避難訓練、小

学校区４校の各世帯数と４校で、避難訓練時の参加世帯数は、行政、消防団、婦人

会、その他、避難に協力的な関係団体を除外した世帯数の把握について、避難訓練

の周知対策として、各小学校区、世帯数、何名で町民の何％なのか。

次に、交通安全対策、県警に、危機感対策について、徳島市方上町で８月２３日

の夜、スマートフォン向け人気ゲーム、ポケモンＧＯをしながら車を運転が原因で、

死亡事故が全国で初めて発生した。ポケモンＧＯ国内配信から約１か月、その後も

全国で脇見運転による事故が後を絶たず、路上駐車など迷惑行為も問題、重大事故

対策に県警も危機感を募らせ、対策強化に乗り出した。

歩行者向けのゲームにもかかわらず、車や自転車を運転しながら遊ぶ人が相次い

でいる。県警も事故防止、摘発に乗り出した。ポケモンストップとして、近くの道

路に設置された駐停車禁止を呼び掛ける看板等で周知をしている。これが看板でね、

（資料を示す）新聞に載っていました。藍住町民の死亡事故防止対策として、広報

あいずみ、看板等で啓発、周知対策を講じていただきたい。以上、答弁を頂き再問

いたします。

○議長（森志郎君） 質問が１時間になっておりますので、答弁、簡潔にお願いい

たします。ちょっと、質問の量が多いようなので、お願いします。

和田教育長。

〔教育長 和田哲雄君登壇〕
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◎教育長（和田哲雄君） 永濵議員さんの御質問のうち、教育関係ついて答弁申し

上げます。

まず、８月２０日、２１日に徳島県で開かれた、第６４回日本ＰＴＡ全国研究大

会についての感想から答弁申し上げます。全国から約５,０００人集まり、２日間に

わたって盛大な研究大会が開かれました。本当にすばらしい全国研究大会でした。

初日は、合計７つの分科会に分かれ、県内各地で開かれました。藍住町ＰＴＡが

担当したのは、あわぎんホール大会議室で開かれた第２分科会です。式典には、石

川町長、森議長、私も参列しました。オープニングアトラクションで、藍住東小学

校６年生有志３２人が、舞台で見事な阿波踊りを披露し、全国から集まった約５０

０名の皆様から盛大な拍手を浴びていました。

第２分科会のテーマは、「食育を通して健やかな子どもを育てるＰＴＡ活動のあ

り方」です。有名な料理研究家である浜内千波氏に基調講演をしていただいた後、

パネリスト４名による活発な意見交換がなされました。

現在、藍住町で力を入れて取り組んでいる、食育にぴったりのテーマで、大いに

参考になりました。すばらしかった第６４回日本ＰＴＡ全国研究大会、これが私の

率直な感想でございます。

次に、藍住町のＰＴＡ活動について答弁申し上げます。ＰＴＡとは、Parent

Teacher Association の頭文字を取った略号で、直訳すれば、「親と教師の会」と

いう意味になります。すなわち、子供たちの健やかな成長のために家庭と学校が、

しっかりと連携していくことが、ＰＴＡ本来の目的であることが分かります。我が

町自慢に聞こえるかもしれませんが、藍住町のＰＴＡ活動は、他市町村も羨む活動

となっています。例えば、家庭教育７箇条、これは町内の保育所、保育園、幼稚園、

小学校、中学校のＰＴＡで構成される町Ｐ連で、７か月の時間を掛けて平成２６年

６月に作成されたものです。

教育委員会や学校が作成し、一方的に保護者に伝える家庭教育何箇条のようなも

のは、県内外の他の市町村でも時々聞く話です。しかし、ＰＴＡが主体となって作

成した家庭教育方針の事例は、藍住町以外では聞いたことがありません。他市町村

も羨む藍住町のＰＴＡ活動、今後とも、この活動を大切にし、家庭、学校、地域社

会、行政でしっかり連携しながら、子供たちの健全育成に一層努めてまいりたいと

願っています。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 矢野理事。
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〔理事（総務課長事務取扱） 矢野博俊君登壇〕

◎理事（総務課長事務取扱）（矢野博俊君） それでは、永濵議員さんの御質問に

つきまして、私のほうから答弁をさせていただきます。

まず、１点目の防災の日の取組でございますが、９月１日に消防署の協力を得ま

して、合同庁舎で火災避難訓練、また、消火器使用訓練を行っております。

そのほか、住民参加の訓練では、参加しやすい日曜日の開催としまして、８月２

８日に、藍住西小学校で防災避難訓練を実施しております。また、９月１日に町内

各小中学校、児童生徒の皆さんに町で保管をしております保存食、こちらにつきま

して、配布を行っておりまして、防災意識や家庭での備蓄推進の啓発を行っている

ところでございます。

勝瑞地区への人工高台設置という御質問でございますが、こちらにつきましては、

先ほど議員さんが申されましたように、小松島市で災害向けの人工高台完成という

ことで、新聞報道もされておったところでございます。現在、勝瑞地区の大部分に

つきましては、藍住東小学校が避難所となっており、また、徳島北高等学校と勝瑞

城館跡公園を一時避難所としているところでございます。

津波等の避難対策として、人工高台を設置とのことでございますが、用地、また、

地盤改良などの問題もございます。避難対策につきましては、全体的な計画の中で

検討をしてまいりたいと考えております。

次に、福祉避難所の指定の関係でございます。こちらにつきましては、先ほど、

先の議員さんにも御答弁させていただいておりますが、現在のところ、身体障がい

者向け施設１か所のみの指定となっております。福祉避難所の確保につきましては、

個別に施設を訪問し、具体的な説明や協力を得るよう進めているところでございま

す。

また、これも先ほど答弁させていただいておりますが、現在、計画を進めており

ます文化ホール・公共施設複合化事業による施設の一部を、福祉避難所に利用した

いと考えております。今後も、事業者の協力を得ながら、災害時に対応できますよ

う、指定を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、熊本地震を教訓にした夜間の避難、それから、活断層も含めた防災

講演、防災講座の開催ということでございますが、熊本地震につきましては、夜間

に発生した活断層直下の地震で、大きな被害が出ております。

これまでも、防災避難訓練や防災講座を行ってきているところでございますが、
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今回の熊本地震の教訓を基に、様々な状況を想定した訓練、また、講演や講座の実

施も検討してまいりたいと思います。

仮設住宅の関係でございます。町営住宅の空き室利用についてですが、災害時に、

入居可能な部屋が空いておれば利用も考えられますが、数もごく僅かであるものと

思います。

また、本町の町営住宅につきましては、建設年度が古いものが多く、空き家政策

をとっている団地もございます。この空き室を災害時に利用することについては、

耐震を含めた安全面、また、環境面から難しいものと考えます。

なお、空き家政策によりまして、全て空き室となった棟、その棟につきましては、

取り壊しを行っているところでございます。この跡地の利用につきましては、今後

の町営住宅の管理計画、また、防災計画とも調整を図りながら対策を考えてまいり

たいと考えております。

災害時の携帯混線対策、特設公衆電話の回線の導入ということでございますが、

こちらにつきましては、平成２５年度にＮＴＴと覚書きを締結いたしまして、各避

難所において回線の設置を完了いたしております。

防災避難訓練の参加人数の関係でございます。住民参加の避難訓練は、小学校４

校と中学校２校の計６校で行っております。その中で、消防、また、防災関係等の

関係者を除いた参加世帯との御質問でございますが、参加者の世帯ベースの集計が

できておりませんので、推計人口ベースで申し上げさせていただきます。

それで、本年８月の西小学校では、対象人口約８，０００人で参加人数が１８３

人、参加率では２．３％、５月の東小学校が対象人口約５，０００人で参加人数が

２１５人、参加率４．３％、次に、昨年８月の東中学校実施が、対象人口が約３，

６００人で参加人数が１２３人、参加率３．４％、次に、昨年６月の北小学校が、

対象人口約４，４００人で参加人数が１９９人、参加率４．５％、次に、平成２６

年８月に藍住中学校で行っておりますが、対象人口約８，５００人で参加人数が３

０３人、参加率３．６％、それと、この年の６月に南小学校で行っております、対

象人口約５，４００人で参加人数が３４９人、参加率６．５％となっております。

なお、西小学校、東小学校、東中学校、北小学校は２回目の開催となっておりまし

て、参加人数は１回目より少なくなっているという状況でございます。なお、先ほ

どの対象人口につきましては、学校の校区というより、避難所校区を６つで割って

おりますので、一部重複というところもございます。
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最後に、交通安全対策の関係でございます。ポケモンＧＯというような御質問も

ございましたが、交通安全の啓発に関しては、携帯電話やスマートフォンの普及に

よりまして、室内にとどまらず、外出先でもどこででも通信や情報のやりとりが簡

単にできるようになってきております。しかしながら、普及とともに自転車や自動

車を運転中の携帯電話やスマートフォンの使用、歩きながらのスマートフォン、い

わゆる歩きスマホなどによります事故が問題になっております。

また、ゲームソフトポケモンＧＯと言われておりますが、こちらが公開されてか

らは、これに関連する事故も発生し、本県で死亡事故も起きているところでござい

ます。

運転中の使用禁止はもとより、歩きながらの使用の危険性など、警察署とも連携

図りながら、交通安全の啓発、広報に努めてまいりたいと思います。以上、答弁と

させていただきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（森志郎君） 近藤建設課長。

〔建設課長 近藤孝公君登壇〕

◎建設課長（近藤孝公君） それでは、永濵議員さんの御質問のうち、台風・豪雨

災害に備え、抜本的排水対策について御答弁をさせていただきます。

これまでも多くの議員さんから、様々な視点での御質問を頂き、排水対策につい

て御説明申し上げてまいりましたとおり、莫大な費用が必要であることから、抜本

的な対策は実施できていない状況にあります。しかしながら、局部改良によって排

水能力の向上を見込める箇所については、一昨年、側道排水路のバイパス化、昨年、

南幼稚園北側の排水路、本年、富吉地区と、局所的ではありますが改良工事を実施

しております。また、現在、前川と高速道路側道との交差部に簡易な排水ポンプの

設置も計画しており、少しずつではありますが、既存排水路の機能の向上を図って

おります。

次に、団地内の道路側溝については、２年に１度の頻度で汚泥等の除去を実施し、

主要な排水路、断面積が大きな排水路等については、毎年、出水期前に委託により

清掃を実施しており、それぞれ排水能力の維持に努めております。

次に、正法寺川等のポンプ場の維持管理については、前川、正法寺川のポンプ場

は、施設管理者である国土交通省において、出水期５月から１１月には、月２回の

操作点検、非出水期には、月１回の操作点検と定期的な機器の点検が実施されてお

ります。また、千間堀のポンプ場につきましては、徳島市において同様の点検等が
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行われております。

特に、正法寺川の排水ポンプの能力アップについては、機会のある度に施設管理

者である国土交通省に対し、増設等の要望を行っておりますが、実現には至ってお

りません。引き続き要望等を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 森水道課長。

〔水道課長 森隆幸君登壇〕

◎水道課長（森隆幸君） 永濵議員さんの御質問のうち、水道管の管理について答

弁をさせていただきます。

水道本管の点検については、毎年、地区を決め、音聴棒や漏水探知機による漏水

調査を行っており、平成２５年度は２８か所、平成２６年度は３８か所、平成２７

年度は２４か所の漏水箇所を発見し、修理をしておりますが、年に数箇所は住民の

方の通報により、緊急工事で対応しているのが現状であります。

議員さん御指摘の古い水道管の見直し取替えについてでありますが、現在、町内

に約６．５キロメートルの石綿管が残っておりまして、その布設替工事を毎年、継

続的に行っております。今年度も９５０メートル分を布設替えする予定にしており

ます。

今後も、漏水調査を継続するとともに、老朽管については、計画的に布設替えを

行っていくことにより、本管の機能維持に努めたいと考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 永濵茂樹君。

〔１２番 永濵茂樹君登壇〕

●１２番議員（永濵茂樹君） ただいまから再問いたします。

第６４回日本ＰＴＡ全国研究大会、第４５回日本ＰＴＡ四国ブロック研究大会・

徳島うずしお大会等について、健やかな体と思いやる心を育てる等の藍住町ＰＴＡ

活動について、答弁を頂きました。

藍住町のＰＴＡ活動、今後ともの活動を大切にし、子供たちの健やかな成長並び

に健全育成のために、家庭、学校、地域社会の連携はもちろんですが、行政、教育

委員会との連携、御指導も合わせて活動支援していただきたい。

次に、津波等の避難人工高台設置対策については、徳島北高等学校と勝瑞城館跡

を一時避難所としているとのことでしたが、徳島北高等学校については、藍住町以
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外の避難所なので、他町の施設に頼らず、小松島市和田島町のように、国の補助対

策について研修し、設置していただきたい。津波・防災については、現在用語で想

定外もあり得ることと思います。

次に、南海地震に備え、熊本地震を教訓に夜間避難と活断層も含めた防災講演、

防災講座の開催等、開催については、熊本地震の教訓をはじめ、体験談も含めた様

々な状況を想定した訓練、また、講演や講座を実施とのこと、台風シーズンで台風

・地震・津波に備えての対策は急務であります。

次に、仮設住宅不足解消、町営住宅空き家利用計画については、先ほども言われ

たように環境面もあります。私が言いたいのは、取り壊した後の用地の確保であり

ます。また、計画性を持って、今後の町営住宅の管理計画や防災計画とも、調整を

図りながら仮設住宅の対策を考えたいとのこと、よろしくお願いいたします。

災害でその避難生活による環境、車等での狭い避難所、寝泊まり生活、ストレス

等により、静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き起こさないためにも

対策を。

次に、災害時の特設公衆電話回線導入については、設置完了とのことでしたが、

各避難所箇所の公衆電話の広報等で周知をしていただきたい。

次に、防災避難訓練、行政、関係団体除外の世帯数の参加把握については、参加

人数のパーセントより、私が言いたいのは、不参加の人たちの防災に対しての認識

不足であります。行政が防災に対して、周知のために計画を実行している避難訓練、

参加して状況把握しなければ、いざというときに、慌ててパニックになると思いま

す。自助・共助・公助の三原則を守る指導、今後の避難訓練の周知内容で、参加者

の増員を講じていただきたい。答弁を頂き再々問いたします。

○議長（森志郎君） 和田教育長。

〔教育長 和田哲雄君登壇〕

◎教育長（和田哲雄君） 永濵議員さんの再問について、答弁申し上げます。

藍住町のＰＴＡ活動、今後とも、この活動を大切にしながら、家庭、学校、地域

社会、行政でしっかり連携しつつ、藍住町教育委員会としても、子供たちの健全育

成に一層努めてまいる所存でございます。以上、答弁申し上げます。

○議長（森志郎君） 矢野理事。

〔理事（総務課長事務取扱） 矢野博俊君登壇〕

◎理事（総務課長事務取扱）（矢野博俊君） それでは、永濵議員さんの御質問の
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うち、まず１点、人工高台の関係でございます。一時避難所としております徳島北

高校につきましては、大部分の土地は北島町にございますが、藍住町と徳島市の土

地も一部ある施設ということから、藍住町、北島町、徳島市、３市町で連携いたし

まして、一時避難所としているところでございます。

それで、人工高台の設置につきましては、用地の地盤改良、周辺への影響なども

ございます。今のところ具体的な設置については、予定はしておりません。

今後、避難計画を進めていく上で、国等の助成を受けて設置している、ほかの団

体の例も参考に研究してまいりたいと思います。

続きまして、御質問の中で、避難所への公衆電話の回線の関係でございますが、

こちら、先ほど設置しておると、いうふうに申し上げておりますが、指定の避難所

全体で２５回線、確保いたしております。それで、回線を設置しているということ

につきましては、今後、避難訓練時、また、防災あいずみ等の発行時に合わせまし

て、周知に努めたいと思います。

それと、最後に避難訓練の参加者が少ないということでございますが、多くの方

が参加していただけますよう、周知、啓発に努めてまいりたいと思います。また、

訓練の内容につきましても、工夫してまいりたいと思います。以上、答弁とさせて

いただきます。

○議長（森志郎君） 永濵茂樹君。

●１２番議員（永濵茂樹君） それでは、再々問いたします。

先日、社会福祉協議会の局長さんのところへ行って、地区長さんに依頼してくだ

さいということで、防災対策に対して、豪雨期の排水対策、道路には支援箇所の点

検等を地区長さんに、地域のことをよく把握している地区長さんに言ってください、

と伝えてきました。

防災対策及びいじめ自殺対策については、日頃からの心構えが大切であります。

今後、行政の支援で安心・安全対策を講じていただきたい。以上で私の質問を終わ

ります。

○議長（森志郎君） 次に、４番議員、林茂君の一般質問を許可いたします。

林茂君。

〔４番 林茂君登壇〕

●４番議員（林茂君） それでは、議長の許可を頂きましたので、質問通告書に従
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って一般質問を行います。理事者の方は明確な答弁を、まず、よろしくお願いをい

たします。

エアコンの設置について質問をいたします。今年の夏休みから小学校へのエアコ

ン設置工事をする計画だと聞いていましたが、空調設備設置工事の設計を１,２６０

万円の予算で、平成２８年度に行うとしていますが、当初の計画より遅れているの

はなぜか、そして、設計業者は決まっているのか、それとも、これからか、この点

につきましてお伺いします。

あるお母さんとの話です。小学生の弟が、「お兄ちゃんはクーラーが付いていて

いいなあ、僕や暑うていけん、みんな暑いと言うとる。」と、「家では少し暑かっ

たらクーラーを付け我慢ができんのに、子供たちは、この暑さで学校でよう我慢し

てる。学校もクーラーぐらい早く付けてほしい。」と言っています。

あるお母さんは、「大きな文化ホールを建てるお金があるのに、小学校のクーラ

ーを付けるのにお金がないというのはおかしい。少し順番が違う。」このように、

お母さんたちの批判の声です。母親が、今、一番心配しているのは熱中症の問題で

す。専門家は温度約３０度、湿度約６０％と、体の状態によってはそれ以下でも熱

中症になる危険性があると言います。

小学校のような施設においては、熱中症の防止という点だけでなく、学習効率と

いう点からも、一日も早く教室への冷房導入を進めるべきだと思います。より涼し

い環境の方が、学習効率が上がることは、中学校で既に実証済みです。お母さんた

ちの子供への思いを含めて、この点でも見解をお伺いをします。

２点目であります。非構造部材の耐震対策が未実施と指摘されましたが、その後

の実施状況について質問をするようにしていましたが、この件に関しましては、町

長の提案理由の説明があり、内容はよく分かりました。地震対策として、窓ガラス

の補強対策を検討するように要望いたします。

それでは、その次の質問です。就学援助の問題について質問をいたします。就学

援助は、経済的に困っている世帯で、就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用

品費や給食費などの就学上必要な経費の一部を援助する制度です。

就学援助の支給状況、平成２７年度と平成２８年度について資料提出をしてもら

いました。就学援助制度の周知方法はどのように行っているのか、小学校、中学校

へ入学する時に入学準備金、新入学学用品費の支給がされます。この場合、小学校

の入学の場合、何が支給対象になり、金額と支給人数、そして、中学校入学の場合
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も同様に、支給対象及び金額と支給人数についてお伺いをいたします。

その次は、国民健康保険について質問をいたします。理事者の皆さんは、国保に

ついて町民の声を聞いていますか。私も議会で低所得者に対する在り方について質

問をしてまいりました。暮らしが本当に大変なことをよく聞きます。「ここ何年も

新しい衣類を買ったことがない。お姉さんのお下がりをもらって着ている。」、「パ

ートのかけ持ちをしている。」、「スーパーで値引きされるシールが貼られるのを

待っていて買う。」、「年金は下がるのに国保や介護保険料も上がるし、削るもの

がない。」、「冠婚葬祭などの付き合いを減らした。」など、暮らしにくい声がた

くさん聞かれます。

高すぎる国保料の要因は、国の予算削減と加入者の貧困化です。国保は年金生活

者や失業者が多く加入しています。最近では、低所得者である非正規の方も多く加

入しています。そして、国保は事業主負担、半額負担がございません。それだけに

国庫負担の増額や町政として低所得者に対する手厚い施策が必要です。

そこで、具体的な質問です。１点目、 国保の運営状況と低所得者への対応を町政

として、どうするのか改めてお伺いをします。

２点目、 所得階層別の収納状況などについてお伺いをします。保険税を滞納する

と滞納者に対する罰則として保険証の差止めなどがされます。その実施状況はどう

なっているのか、保険税を滞納すると短期被保険者証が発行されます。そして滞納

が長引くと差押えがされるわけです。それらの状況を一覧表で作成をしてもらいま

した。その説明を求めます。

３点目であります。保険者支援金１,７００億円、藍住町の交付額と使い道につい

てお伺いをします。２０１５年度から交付される低所得者対策のための１,７００

億円は、保険者支援金として市町村に交付されます。分配方法は、低所得者を多く

抱える保険者に重点的に配分され、国は１人当たり５,０００円程度になると言って

います。

全額国庫負担ではなく、負担割合は国が２、都道府県が１、市町村が１ですので、

国の負担は８００億円程度で、各市町村の交付金額は既に確定をしています。少な

くとも黒字会計の市町村は、これを使って１人５,０００円程度の引き下げができる

と言っています。藍住町の状況についてお伺いをします。

４点目です。無料低額診療制度の活用についてお伺いをします。この制度は、生

活困窮者が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのな
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いよう、医療機関が無料又は低額な料金で、診療を行う社会福祉事業です。患者側

は、医療費の窓口負担が減額、免除されることになります。減免した分の医療費は

医療機関の持ち出しとなるわけです。「医療費の心配をせず、お金のあるなしにか

かわらず、安心して受けられる医療」こういう運動の原点に立って、全日本民主医

療機関連合会で、積極的にこの制度が取り組まれています。徳島県では、徳島健生

病院など全国で、３９５事業所で低額診療制度を行っています。

今、住民の暮らしや健康が大きく脅かされているとき、生活相談はもちろんのこ

と、町行政もこの制度の活用を紹介していくことが、必要でないかと思います。こ

の点についてもお伺いします。

５点目です。国保の広域化について質問をいたします。国は、国保の根本的な問

題を解決するどころか、２０１８年度から国民健康保険の「広域化・都道府県化」

いわゆる、国保の財政運営を都道府県に移管する改革案が明らかとなってきました。

市町村は、都道府県が医療費の見込み額を算定したものを、分賦金として市町村に

割り当て、市町村が県に納めることになります。都道府県が運営するといっても、

実務に当たるのは市町村です。つまり、保険料の徴収は、市町村が引き続き行うこ

とになっています。

都道府県は、市町村に対して１年間の決めた保険料の支払いを求めるだけです。

都道府県が決めた分賦金を１００％完納しなければなりません。市町村は、不足す

る分を保険料に上乗せをする、県から示された賦課総額を高めに設定することも考

えられます。市町村が、これまで以上に収納を強化し、滞納に対するペナルティー

としての保険証の取り上げがひどくなるのではないか、という懸念さえ出ているわ

けです。

保険税の税率や減免など、市町村の裁量がなくなるのではないか。広域化で国庫

負担の削減、保険税の１００％納付義務が課せられます。これらの点について、広

域化が、果たして藍住町民にとって、より良い制度になるのかお伺いをします。

その次です。介護保険と高齢者福祉計画について質問をいたします。２０００年

に介護保険制度ができた時、介護を家族任せにしない「介護の社会化」として歓迎

されました。しかしながら、制度はどんどんと後退をしています。

最近では、一つは要支援１、２の訪問介護を保険から外し自治体事業に移す、２

つ目は、年金収入２８０万円以上の２割負担。３つ目は、特養ホーム入所を要介護

３以上に限定をする。４つ目は、低所得者の施設入所者への食費、部屋代の補助要
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件を厳しくすることが行われました。

親族の介護のために仕事を辞める介護離職は毎年１０万人です。介護を苦にした

殺人事件が、毎年４０件以上も起こるなど、非常に異常な事態が大きく広がってい

ます。

最近、厚生労働省の調査結果が発表されました。「介護保険料滞納で差押え、高

齢者で１万人超す」大きな新聞の見出しです。介護保険料を滞納して、市区町村か

ら資産の差押え処分を受けた６５歳以上の高齢者が、２０１４年度に１万人を超え

た。６５歳以上の保険料は、介護保険制度が始まった２０００年度から１．７倍に

なっており、負担できない高齢者が増えていることが一因とみられる。滞納して処

分を受けたのは、５１７市区町村の計１万１１８人。調査を始めた１２年度以降で

も、最も多く初めて１万人を超えた。６５歳以上の介護保険料は、年金が年額１８

万円以上なら天引きされ、満たなければ自治体に直接納める。差押え処分は直接納

付している人に集中していると見られ、低年金者が、高くなっている保険料に対応

できなくなっているようだ。このように報道されたわけです。

それで、藍住町を見てみますと、介護保険制度が２０００年にスタートした時、

基準額が３,４８０円でした。６期は５,８００円となり約１．７倍の値上げ、しか

も、県内では３番目に高い保険料となっています。町民の声は、「介護保険料が高

い、何とかならないのか。」、このことはいつもよく聞きます。

１点目です。第６期の介護保険料が９段階になり、低所得者に公費負担で軽減を

されましたが、藍住町では、これでも生活保護基準以下の世帯数が多くあるわけで

す。介護保険料滞納者に対する罰則の実施状況はどうなっているのか、私は、罰則

だけでは、決して解決ができない、このように考えています。この点も答弁をお願

いをいたします。

そして、所得段階別の保険料一覧表を資料として提出をしてもらいました。この

点につきましても説明を求めます。

２点目です。高齢者の見守り体制の充実で、他団体との連携がうたわれています。

この点で、どのような団体と協定が今までに結ばれたのか、お伺いします。

３点目です。災害時の要援護者名簿の整備の問題では、西岡議員が質問をされま

した。私は、この名簿に基づいてどのような対策が取られ、どのような計画がされ

ているのか伺いします。

４点目、緊急通報装置の設置事業です。どのような人が対象で、この活用状況に
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ついてお伺いをします。

５点目、シルバー人材センターの運営状況と町の支援策についてであります。藍

住町は補助金を幾ら出しているのか。そして、町として具体的な支援策は、どのよ

うなことを今まで取り組んできたのか。成果等についても答弁をお願いをいたしま

す。以上、答弁を頂いて再質問をいたします。

○議長（森志郎君） 下竹教育次長。

〔教育次長 下竹啓三君登壇〕

◎教育次長 （下竹啓三君） それでは、林議員の質問のうち、まず、小学校への

エアコン設置についての御答弁を申し上げます。

まず、エアコン設置工事を２年度に分けることについてですけれども、これは、

これまでも御答弁を申し上げておりましたとおり、工事については、４小学校同時

に行いたいと考えておりまして、また、大きな事業費となることで、財源にも配慮

が必要であることから、２か年での完成を目指して、平成２８年度に電気工事、平

成２９年度に空調機器の設置工事を実施したいと考えておりますので、御理解をお

願いいたしたいと思います。

小学校のエアコンの設置に関してですけれども、平成２７年度に設計の予算を頂

きまして、平成２８年度に繰越しをして、今、実施設計を行ったところであります。

実施設計につきましては、もう既に完了しておりまして、３月議会でも御答弁申し

上げておりましたとおり、北小学校と南小学校は、エスシー企画で委託料６３７万

２,０００円、西小学校と東小学校は、滝本建築設計事務所で委託料５７４万５,６

００円ということでございます。

本年度につきましては、実施設計が終わりましたので、電気設備工事につきまし

て、町内６業者による指名競争入札を８月１０日に実施いたしました。業者を決定

しております。

工期につきましては、８月１７日から平成２９年１月１５日までとしておりまし

て、授業に支障が出ないよう、原則として土曜日、日曜日及び祝日に行うこととし

ております。

続きまして、就学援助についてでございますが、就学援助制度は、経済的な理由

により、就学困難な児童生徒に学用品費等の援助を行い、小中学校における義務教

育の円滑な実施を図るものです。

平成２７年度及び１学期末終了時の平成２８年度の支給状況については、配布さ
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せていただいております資料のとおりとなっております。

御質問にありました入学準備金につきましては、学用品費について、年額で小学

生は１１，４２０円、中学生が２２，３２０円のところ、新入学生に対しましては、

新入学学用品費として小学生２０，４７０円、中学生２３，５５０円を支給するこ

ととしており、平成２８年度は小学生３０名、中学生４７名が対象となっておりま

す。

また、この就学援助の周知方法につきましては、在校生に対しては、２月に文書

によって翌年度の希望を調査し、希望者に申請書類等一式を送付して申請を受け付

けております。

また、新入学生及び転校生については、４月に希望を調査し、書類を送付して申

請を受け付けることとしております。以上、御答弁といたします。

○議長（森志郎君） 森健康推進課長。

〔健康推進課長 森伸二君登壇〕

◎健康推進課長 （森伸二君） それでは、私のほうから林議員さんの御質問の中

で、国民健康保険と介護保険の関係について、御答弁をさせていただきたいと思い

ます。

まず最初に、国保の運営状況に関する御質問についてですが、所得階層別の収納

状況については、本日お手元にお配りしている資料の中で、国保加入者所得段階別

世帯数をごらんいただければと思います。

次に、滞納者に対する措置についてですが、前年度の保険税を２分の１以上滞納

された場合には、納税相談の機会を確保することを目的に、短期被保険者証の世帯

になります。

また、短期被保険者証の世帯で、長期間にわたり納税相談に応じず、特に悪質と

認められた場合には、国民健康保険資格証明書交付審査委員会で審議した上で、資

格証明書の世帯になります。平成２８年４月１日時点での短期被保険者証の世帯数

は、３３１世帯で資格証明書の世帯数は２世帯となっています。なお、平成２７年

度の差押え件数につきましては、全体で１０件となっています。

次に、保険者支援金についてですが、本町への交付額は約２,８００万円で、低所

得者を対象とした保険税の７割・５割・２割軽減のための財源の一部としています。

次に、無料低額診療事業制度についてですが、この制度は社会福祉法第２条第３

項第９号に「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と定め
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られています。また、無料低額診療事業を実施するには、都道府県知事の認可が必

要になります。

県内では、徳島健生病院と社会福祉法人小渦会が事業を実施をしており、生活保

護基準の１４０％未満の収入の方を対象としています。なお、この制度の内容につ

いては、県社会福祉協議会から市町村の社会福祉協議会に平成２８年７月４日付け

の文書で周知をされています。

続きまして、国保の広域化に関する御質問についてですが、平成３０年度から都

道府県と市町村が保険者となり、国保運営を行う制度改正が実施されます。この制

度改正では、都道府県は、財政運営の責任主体となり、財政運営や効率的な事業の

確保といった、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ることになりま

す。また、市町村ごとの医療水準や所得水準を考慮しながら、納付金の額を決定し

た上で、標準保険料率を市町村に提示することになっています。

市町村は、被保険者の皆さんに直接関わる資格管理、保険給付や保険税の賦課徴

収を担うことになることから、現行の保険税の減免制度などは維持されます。また、

保険税率の決定についても、都道府県から提示された標準保険料率や市町村の収納

率を考慮しながら、市町村の裁量で決めることになります。

次に、都道府県への納付金の財源についてですが、市町村が、賦課徴収した保険

税と、基本的には現行と同じ水準の一般会計からの繰入金を充てることになります。

次に、国庫負担金についてですが、制度改正後も現行の水準を確保した上で、新

たに平成３０年度から１,７００億円の財政支援が実施されます。

続きまして、第６期の介護保険料に関する御質問についてですが、滞納者等につ

いては、本日お手元にお配りいたしました資料の中で、介護保険料段階別一覧表を

ごらんいただければと思います。

次に、第６期における保険料所得段階の７段階から９段階への変更についてです

が、このことは、低所得者の負担軽減を図るための改正になっています。具体的に

は、保険料基準額に対する第１段階の割合を５０％から４５％に軽減するもので、

平成２７年度の実績としては、対象者が１,３０７名、金額が４５４万８,３６０円

となっています。

次に、保険料の滞納者に対する措置についてですが、被保険者の公平性を確保す

るための制度として、サービスを利用した際の保険給付の制限が設けられており、

保険料を１年間滞納した場合には、一旦、全額を負担し、後に保険給付分の支払い



- 49 -

を受ける償還払い化の措置が取られます。また、１年６か月以上滞納した場合には

給付が一時差止めされたり、２年以上滞納し時効により保険料の徴収権が消滅した

場合には、消滅した期間に応じて自己負担の割合が、１割又は２割から３割になる

などの措置が取られます。

平成２７年度の実績としては、償還払い化の措置が４名、一時差止めが５名とな

っていますが、そのうち７名の方は、生活保護受給者であるなどの理由で、処分免

除となっています。以上、御答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 三木理事。

〔理事（福祉課長事務取扱） 三木慶則君登壇〕

◎理事（福祉課長事務取扱）（三木慶則君） 林議員の高齢者福祉関係の質問につ

いて答弁いたします。

１点目の高齢者の見守り体制の充実で他団体との連携づくりについては、高齢者

が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、家族の継続的な支援が期待でき

ない独り暮らしの高齢者などは、地域住民や行政等による見守り活動が必要となり

ます。本町では、平成２７年２月、町内の徳島新聞の３つの専売所と新聞配達時に

高齢者宅などに異常がないか確認する「高齢者等の生活状況の見守りに関する協定

書」を締結、また、今年２月には、とくしま生協と生協自体の日常業務において、

高齢者の見守りを行う協定を締結しております。

地域では、従来から民生委員による独り暮らしの高齢者の見守りも行われており、

こうしたそれぞれの活動が、より効果的に行われ、地域住民の方も巻き込んだ活動

となるよう、今後の目標として、関係機関による「藍住町高齢者見守りネットワー

ク」を組織し、定期的な会合を開くことによって、意見交換や情報の共有化を図り、

高齢者の見守り体制の充実を図っていきたいと考えております。

２点目の避難行動要支援者名簿の整備とその対策については、先に西岡議員に答

弁いたしましたとおり、本町における避難行動要支援者は、平成２８年４月１日現

在で１,０２６人が登録されております。

名簿登録者について、災害時に適切な避難行動が支援できるよう、登録者各自の

支援の必要性の高さなど、実態把握に努め避難支援の関係者となる地域の民生委員、

自治会、防災組織等と協議し、最終的には、個別避難支援プランの作成を目標に進

めていきたいと考えています。

３点目の緊急通報装置設置事業の活用状況については、この事業は支援が必要と
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認められる、おおむね６０歳以上の独り暮らしや高齢者のみの世帯と、それに準ず

る身体障がい者が対象で、急病や災害等の緊急時に、簡単な操作により警備会社に

通報することができます。タイプは、ライフリズム付き月額３,５９６円と、ライフ

リズムなし月額３,０６７円の２つがあり、月額の自己負担は介護保険料の負担階層

により３段階の５％、１０％、１５％に区分されており、金額にして月額１５４円

から５２５円の範囲内となっております。利用に当たっては、包括支援センター職

員が申請者宅に訪問調査を行い、関係課による協議を行った上で、緊急通報装置の

設置の決定を行うことになります。現在２８人の方に御利用いただいております。

最後に、シルバー人材センターの状況と町の支援策については、藍住町シルバー

人材センターは、平成１０年７月２７日に法人化された公益社団法人で、平成２７

年度決算報告書によりますと、会員数は男１３３人、女６４人の計１９７人となっ

ております。本町からは年間２００万円の運営補助金を交付している上、例年、年

間約３,０００万円の業務発注を行っております。この額はシルバー人材センターの

受注額全体の３割程度を占め、運営の安定化に貢献しているものと思われます。以

上、答弁といたします。

○議長（森志郎君） 林議員の質問の途中ですが、昼食のため休憩をいたします。

再開は午後１時といたします。

午前１１時５５分小休

午後１時再開

○議長（森志郎君） それでは、一般質問を再開いたします。

林茂君。

〔４番 林茂君登壇〕

●４番議員（林茂君） 議長の許可を頂きましたので、再質問をさせていただきま

す。

まず、エアコンの設置につきまして答弁頂きました。私もこの質問の中で、お母

さんたちの声を、そして、子供の声を取り上げました。こういう思いや願いを、し

っかり受け止めてほしいと思います。それで、町民の方は、エアコンの設置工事が、

金額が幾ら掛かるとか、そういう具体的なことは分かっていません。ですから、お

のずから対象となるのは、町の今、進めている建設工事等と比較して、エアコンが、

なぜ、なかなか付けてくれないのか、とこういう対比をせざるを得ないということ

も、やはり、理事者としてしっかり抑えてほしいと思います。
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それから、工事の発注につきまして、私、今まで提案してきたのですが、やはり、

指名競争入札であれば、指名競争入札に参加する業者を１社でも多く、そして、仕

事を、みんながそれぞれ競争しながら仕事を取るような、そういう体制を作ってほ

しいと、さらに、入札の希望者を募る、この工事については、オープンにして対象

者を大きく広げてほしい、と要望しておきます。

それでは、就学援助について、まず１点目の質問です。２０１３年「子どもの貧

困対策法」が成立をしました。この背景には、貧困と格差の広がりによって、親の

失業や低収入、病気、離婚など家庭の経済状況の悪化に伴い、子供の貧困が深刻に

なってきたことにあります。子供の６人に１人が貧困状態に置かれ、ひとり親家庭

では、２人に１人が貧困状態にあるのは、重大な社会問題です。子供の貧困を藍住

町がどう捉え、どのように打開していくのかが問われています。

藍住町では、給食費の未納が１,０００万円を超えているわけです。この未納の背

景も貧困と格差の広がりです。ただ、給食費の未納対策だけでは、決して、解決し

ない問題が大きく横たわっているわけです。

次の世代を担う子供たちを育てる役割が、教育委員会にはあると思います。経済

的支援と困難な家庭を見逃さない、この仕組みづくりが非常に大切です。これも町

政の大きな課題です。この点について見解をお伺いします。

就学援助の制度につきまして、説明等がありましたので、この改善に向けてです。

まず１点は、全ての家庭に分かりやすい内容で、制度を確実に伝える手立てを取っ

てほしい。学校を通じて全児童生徒に配布をする。そして、町の広報でも町民の皆

さんに知らせていく。こういう掲載も必要でないかと思います。

とりわけ、給食費の未納家庭には、特に就学援助を進めていく、この手立てを取

ってほしい、これは再三要望したところです。

２点目です。入学準備金の支給についても答弁を頂きました。私は、今、暮らし

が大変なそういう状況を鑑みて、前倒しをして、３月末にこの入学準備金の支給が

できないのかということです。他市では、既に、給与所得者は源泉徴収票での対応

とか、前年度の住民税の課税額で対応し、自営業者の場合は、確定申告書の写しで、

３月末に入学準備金が出るように努力がはらわれています。この点も、やはり藍住

町として、是非、この要望に応えるようにしていただきたいということです。

その次は、国民健康保険について再問です。藍住町は大きく発展しています。町

の税収が４０億円を超えたことを町長も発言されました。さらに、文化ホールを３
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８億円掛けて建設をします。これは町政にとって明るい面です。一方、暗い面では、

給食費の滞納をはじめ、国保税や介護保険料など、暮らしや命にとって大切な分野

では、町民の暮らしは困難を突きつけられています。本人の自己責任だけでは、決

して解決をしません。それだけに町政として、この暗い面、町民が困っていること

を、なおざりにすることはできないと思います。解決策を見出し、温かい手を差し

伸べることを強く、まず要望します。そして、具体的に町政として、町民の大変な

暮らしを、どのように改善をするのかお伺いをします。

まず１点です。国保加入世帯の所得階層では、所得１００万円以下、給与であれ

ば年収で１６５万円程度です。この世帯数は２,７４６世帯、全世帯数の約６割近く

を占めています。滞納世帯数は２５６世帯、全世帯数の７２％を占めています。こ

の方たちの暮らしの状況はどうかと言いますと、生活保護基準以下の世帯だと、こ

のように思います。ここから、国民健康保険税を支払っているわけです。

藍住町で４０歳代の夫婦と子供２人、小学生と中学生の４人家族、資産なしで生

活保護支給額は１７３万円程度です。生活保護を受ければ、医療費は無料になりま

す。この世帯に対しては、この収入で、国保税は２９万円支払いしなければなりま

せん。このことも一つ頭に入れていただきたいと思います。

滞納者に対する罰則です。支払いができないために所得が低い階層に集中をして

います。所得がない世帯から差押えが５件、３３万円以下から１件と、１０件の差

押えのうち、６件を占めているわけです。具体的な質問です。１、この差押えは担

当課長が決定するのですか、それとも、町長や副町長などとの合議の元に行われる

のですか。

２点目です。差押えをする物件は、どのようものですか。

３点目、差押えた金額と、１件当たりの差押え金額についてお答えください。

それから、介護保険料の問題です。国保と同じく所得が低い世帯が多いことが分

かります。介護保険料の基準額第５段階を中心にして見てみると、第１段階から第

４段階までが全体の４６％、滞納人数の４６％を占めています。この状況は、年金

額も減らされ続けているので、さらに拡大すると思われます。高い介護保険料を支

払っても使いたいときには、それに見合ったサービスが受けられない問題とか、介

護従事者の賃金が低く職を離れる問題も山積をしているわけです。

一つ、生活保護基準以下の所得の低い階層から、介護保険料の徴収が本当に可能

なのかどうか、この点についてどのように考えているのか、介護保険料の大幅な減
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免とか免除を真剣に、今、考えるべきでないかと思います。

２点目、老齢年金、遺族年金、障害年金が、年額１８万円以上が特別徴収となっ

ていますが、特別徴収と普通徴収の状況についてお伺いいたします。

そして、シルバー人材センターの就労支援についてお答えも頂きました。３,００

０万円からの就労支援対策を町として行っているということが、答弁の中で明らか

になりました。文化ホールの建設予定地に雑草が生えている。この除草作業を年度

内にも行う、このことも大きく新聞で報道されました。この除草作業ですが、シル

バー人材センターの就労支援対策として、検討すべきでないかと思います。

さらに、シルバー人材センターの事務所の移転先、ここも町として、やはり力を

貸すべきでないかと、こういうことで、お互いに頑張って暮らしがやっていけるよ

うなそのことを切に望みます。答弁を求めます。（森副議長、「時間がないけん、

簡単に答弁して」の声あり）

○議長（森志郎君） 下竹教育次長。

〔教育次長 下竹啓三君登壇〕

◎教育次長（下竹啓三君） それでは、林議員の再問にお答えいたします。

まず、貧困に対しての援助ということでございますけれども、一応、制度の中で

対応していくということで、現在は対応させていただいております。

就学援助についての周知方法でございますけれども、これは一応、在校生全員に

説明書、お知らせを渡して、それで申請をしていただくと、そのお知らせにつきま

しても、できるだけ分かりやすい形で、お伝えをしていくようにと考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

また、３月末に支給できないかということでございますが、資料でお示ししてあ

りますとおり、年間で４３４名の対象者がおると、その方に対して書類を出してい

ただいて、申請、認定してくということでございますので、ちょっと、こちらのほ

うも、手続には時間がちょっと掛かりますので、そこも御理解をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○議長（森志郎君） 藤本税務課長。

〔税務課長 藤本伸君登壇〕

◎税務課長（藤本伸君） それでは、林議員さんの再質問のうちの、国民健康保険

税の差押えについての関係について御答弁をさせていただきます。

まず、１番目なんですが、担当課長が決定するのか、というようなお話があった
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と思うのですが、これは町長決裁を頂いております。

２点目なんですが、差押え件数の１０件のうちのどのような内容か、ということ

なんですが、預金について４件、その４件については換価をしております。それか

ら、生命保険が６件でございます。うち、換価をしておるのが１件、換価をしてな

いのが５件ということで、合計１０件となっております。

それから、３点目の差押えをした金額の１件当たりの金額ということなんですが、

今、現在、手元にございませんので、後ほど御回答させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。（林議員、うなずく。）以上、答弁とさせていただきま

す。

○議長（森志郎君） 森健康推進課長。

〔健康推進課長 森伸二君登壇〕

◎健康推進課長（森伸二君） それでは、私のほうから林議員さんの再問の中で、

介護保険の関係についてお答えさせていただきたいと思います。

まず最初に、介護保険料についての御質問ですが、国においては、平成２９年４

月１日から保険料基準額に対する割合を、第１段階では４５％を３０％に、第２段

階では７５％を５０％に、第３段階では７５％を７０％に、それぞれ軽減するため

の準備作業に入っているというふうに聞いております。

次に、介護保険料を１年以上滞納した場合などに行われる給付制限等の措置につ

いてですが、被保険者本人や世帯の生計を維持している方が、災害等により住宅家

財等が著しい損害を受けたり、入院や失業等により収入が著しく減少したり、被保

険者本人が、生活保護受給者であるなどの特別な事情がある場合には、償還払い化

や給付額の減額などの処分が免除されていますので、御理解を賜りたいと思います。

次に、介護保険料の特別徴収と普通徴収の関係なんですけど、御承知のとおり、

町が徴収する介護保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者という方が

対象になります。基本的には年金からの特別徴収となっていますが、６５歳になら

れてから、特別徴収が開始するまでの間や特別徴収ができない方については、普通

徴収になっているのが現状です。

当然、未納が発生するのは、この普通徴収の被保険者の方に限定されますので、

町としては、対象者も限られておるということで、個別に納付の勧奨等を行ってい

るところです。

割合等については、当然、誕生日を迎えて経過期間がありますので、時点、時点
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でちょっと人数については、変動がありますので、数値については、ちょっと、御

答弁は控えさせていただきたいと思います。以上、御答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 北口副町長。

〔副町長 北口高義君登壇〕

◎副町長（北口高義君） 再問のうち、シルバー人材センターに関して、私のほう

でお答えしたいと思います。

まず１点、文化ホール建設予定地の除草作業について、これは当然、そういう疑

問、あるいは御提案があるのは当然かと思います。ただ、今回の作業は済んでおり

ます。そして、また、その作業内容は、人力では少し無理な作業でございました。

夏場でもありましたし、それから、大型の機械、ユンボを使っての作業でありまし

たので、業者さんのほうにお願いをした、というのが実情です。今後は、検討は当

然してまいります。

ただ、誤解のないようにお願いしたいのは、シルバー人材センター、先ほど、三

木理事のほうで３,０００万円という、確かに、そういうお話をしておりますが、こ

れ、正確に申し上げましたら、３,０００万円を下ったことはありません。ここ数年、

少なくとも、ここ５年か６年ほどは、三千二、三百万円で推移をしております。３,

０００万円以上というふうにお考えいただきたい、というふうに思います。

そして、殊更、シルバー人材センターの発注業務を少なくするような、意図的な

ことを決して私ども考えておりませんので、それは誤解のないようにお願いしたい

と思います。

それから、事務所の問題にも触れられました。確かに、公益社団法人という性格

上、私どもも支援をしてまいらなければなりません。それは自覚しておりますけれ

ども、まずは、一方で、社団法人という人格をお持ちでございますので、組織のほ

うで、まずは、御努力いただくのが第１段階でなかろうか、というふうに思います。

そして、藍住町のほうで遊休土地とか、あるいは、空き施設があると、余剰の施

設があると、いうような場合は、また、検討の余地もあるわけですが、今そういっ

た老朽化や耐震性の問題で、安心してお貸しできる施設はございません。そういう

点も御理解いただいて、総合的に私どもも考えてまいりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（森志郎君） 林茂君。

●４番議員（林茂君） 再々問をさせていただきます。
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答弁を頂きました。その中で一つ気掛かりなのは、差押えされる方たちの、今ま

での質問の中でも明らかにしましたが、非常に、所得が低いということが大きな問

題でなかろうかと思います。ここをやはり、行政としてしっかり見ていただいて、

その人たちのやはり暮らしなり、生活の再建をどのように、やっぱり町が援助して

いくのか、そこを一つは考えていただきたいと。それから、差押えの中で預金が４

件、生命保険が６件と、換価されたのが１件ということで、生命保険の差押えでも、

今まであらゆる自治体で差押えされ、返戻金として滞納分に充ててきたと、ここで

少し問題があるのですが、幾つかちょっと、是非、理解をしていただいて、返戻金

を。

○議長（森志郎君） 林茂君、もう、時間がありませんので簡潔にお願いします。

●４番議員（林茂君） 一つは、どうしても、この方たちの暮らしっていうのは大

変な状況で、老齢又は既病歴を有するなどの理由により、他の生命保険契約に新規

に加入することが、困難であるというふうな場合には、差押えはちょっと無理なん

ですね。それから、もう一つ、近々、保険事故の発生により、多額の保険金の請求

権が発生することが予測される場合、これも。それから、被保険者が、現実に特約

に基づく入院給付金の給付を受けており、当該、起因が療養生活費に充てられてい

る場合、このことも、やっぱり、駄目なんですね。それから、差押えにかかる滞納

税額と比較して、解約返戻金の額が著しく少額である場合、これも駄目なのです。

ですから、やはり、行政として、先ほど言いました、暮らしの実態なり、その人の

再建も考えて、よく、差押えには検討していただきたいと、その点を強く要望して

おきます。終わります。

○議長（森志郎君） 藤本税務課長。

◎税務課長（藤本伸君） 今、林議員さんからお話がございました、生命保険の差

押えに関しては、今後とも十分、内容を吟味した上で、執行をしてまいりたいと思

います。よろしくお願いします。

○議長（森志郎君） 次に、３番議員、小川幸英君の一般質問を許可いたします。

小川幸英君。

〔３番 小川幸英君登壇〕

●３番議員（小川幸英君） 議長の許可がありましたので一般質問を行います。理

事者におかれましては明確な答弁をお願いいたします。
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最初に、交通安全対策について伺います。江ノ口児童館横から安任を通り、寿司

松さん横の県道桧藍住線（２２５号線）に出る交差点について、平成２４年３月議

会、同じく９月議会で、永濵議員からの交差点対策に対しての質問では、理事者の

答弁として、町道から県道への進入時に車同士の事故が多いので、事故多発地点の

看板を手前に設置して注意を喚起するとのこと。また、板野署はこの停止線、止ま

れと書いてあるのが、消えかかっているのをしっかりと書き直すように、公安委員

会に上申しているとのことでした。昨年、マルナカ藍住店の西北線出店により、特

に、夕方は買物客や会社の帰宅時間と重なり、西北線は笠木の交差点まで大渋滞と

なっています。鳴門方面から帰られる車は裏道に流れており、特に、この町道につ

いては、平日の夕方５時半から６時半までの１時間で、西に行く車は約２００台か

ら３００台の車が通り、また、東に行く車も２００台近くの車が通り、この交差点

は事故多発地帯となっています。付近の住民からも夕方には車の通る台数が多くな

り、県道に出られない時間帯もあると聞きました。この交差点については、進路状

況が変化したときには、板野署と協議するとのことでありました。この交差点に信

号機設置を町として要望してほしいとの声がありますが、どうか伺います。

次に、（仮称）藍住町文化ホール公共施設複合化事業について伺います。９月１日、

徳島新聞に藍住町文化ホール設計委託先が教育施設研究所に決定との見出しで、入

札不調が続いている（仮称）藍住町文化ホールの建設計画で、町は３１日、新たな

設計委託先を教育施設研究所に決定した。同事務所は、原設計計画の延べ面積や座

席数などを大幅に変更しないことを条件に、２０１７年１月３１日までに約３７億

６，０００万円の事業費で建設できるよう設計する。町は２０１４年１１月、設計

業務を久米設計大阪支社に１億１，４４８万円で委託した。その後、工事の指名入

札で、業者の辞退が相次ぎ３回連続で不調となった。業者から現在の設計内容では、

事業費内で建設できないとの声が多く設計会社を変更することにした、との報道が

あったが、この新聞を見た町民の方から、３回連続で不調になった原因は設計業者

にあると思うが、設計料１億１，４４８万円は全額払うのか。また、町にもコスト

計算や設計、建設に対しての専門的な人はいるか。災害の避難所も兼ねていると聞

くが、屋上に太陽光発電は設置するのか、との声がありますが、どうなっているか

伺います。

次に、子育て支援の充実について伺います。平成２４年度の国民医療費は３９兆

２，１１７億円となっており、そのうち、１４歳までの子供の医療費は２兆４，８
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０５億円で、全体の医療費から見れば６．３％とのことですが、本町の中学校卒業

までの医療費の金額は幾らか。また、医療費の全体の何％を占めているのか。高校

卒業までの医療費無料化については３月議会にも伺いましたが、町単独で３，００

０万円の費用を負担し、子供の医療費支援の充実を図っているところであり、現段

階において高校生までの拡大は考えていない。また、今後の方向性について、国や

県において、新たに子供の医療費無料化における財政負担の措置についての動きが

ある場合には、現行制度を踏まえて考えていくとのことでありましたが、高校卒業

までに無料化した場合、本町の場合、１，１２０人増え、２，０６８万円の費用が

増えるので財源がないとのことでしたが、しかし、費用が増える財源難を理由に子

育て支援を渋ってはいけないと思います。子供は未来の宝であり、次代を担う無限

の可能性を秘めた掛け替えのない存在です。経済的な格差によって、本来必要とさ

れる治療が受けられないことがあってはいけないと思います。全国でも、子育て支

援に力を入れている市町村において、高校卒業までの医療費無料化が増えており、

県下でも阿南市や神山町において無料化を実施しております。本町においても再度

考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

次に、待機児童の解消について伺います。２０１５年１０月までの県下の待機児

童の多い市町村ランキングでは、徳島市８６人、北島町４７人に次ぐ、県下第３位

の３０人とのことでありますが、町長の提案理由の説明にもありました待機児童解

消について、藍住保育園で大規模改修工事及び増築工事が７月に完成し、定員が３

０人増加した、更なる対策として、新たに認可保育所を増やす。うち一つは、平成

２９年４月１日の開設を予定しており、待機児童の削減を図っていくとのことでし

たが、今後の見通しと取組はどうなっているのか、伺っておきます。

次に、保育士の確保について伺います。中央保育所の保育士は１９名で、臨時保

育士は２９名とのことで、正規の保育士より臨時保育士が多い。６月議会で臨時職

員の待遇改善について、林議員の質問に対して、保育士等につきましては、給与改

定とは別に、昨年も見直しを行って給与額を上げたとのことでした。幾ら上げたの

か。また、保育士の確保について、一部の市町村では、優秀な保育士を嘱託職員と

して待遇改善を図り、働きやすい環境づくりを通して保育士確保に努めているとの

ことですが、本町は今後どうしていくのか。

次に、預かり保育について伺います。この預かり保育とは教育課程に係る幼稚園

の通常の教育時間（午前の保育）終了後及び土曜日、長期休業中（春休み、夏休み、
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冬休み）に家庭において保育が困難な幼児を預かる制度で、仕事を持っている保護

者の方は安心して仕事ができると喜んでおられますが、仕事の都合で時間に遅れる

ことがあります。一時預かり保育、終了後３０分ごとに１００円、１時間延長は２

００円必要で、続くと負担になる方もいると聞きます。月に延長保育する子供は何

人いるか。また、徴収金額は幾らになっているか。３０分ぐらい遅れる方は無料に

してはどうか。

次に、学校教育の充実について伺います。まず、学校教育の課題と今後の取組に

ついて。本町の小学校、中学校の学力は全国平均に比べどうなっているのか。質の

高い授業、学校教育の充実、学校図書館の活用状況、また、児童館等で行われてい

る放課後子供教室との連携はどのようにしているか。

次に、小中学校の英語授業について伺います。本年度より小学校の英語授業が低

学年より始まったが、どのように取り組んでいるのか。また、コミュニケーション

を高める英語力を付けるために、英語圏との交流や中学生の海外派遣事業の必要性

があると思うが、どのように取り組んでいるか。

次に、携帯、スマホ使用について伺います。平日にライン等の無料通信アプリを

使用すると、睡眠時間や家庭学習時間に関係なく使用時間に応じて学力が低下する

とのことがありますが、学校現場での実情と対策はどうなっているのか伺います。

次に、不登校児童の現状と取組について伺います。昨年度、小学校では学校を休

みがちな子が１１人、不登校児童生徒のための適応指導教室であるキャロッ子学級

に通級している子が４人、在宅不登校傾向にある子が３人で合計１８人。中学校で

は学校を休みがちな子が７人、キャロッ子学級に通級している子が１０人、在宅不

登校傾向にある子が１１人で合計２８人となっており、小中学校合わせて４６人と

のことでありましたが、本年度の現状と対策はどのようにしているか伺います。

次に、小学校での動物飼育について伺います。最近小学校での小動物の飼育がで

きなくなったり、廃止されております。動物を通しての心遣い、生きることの難し

さとか、はかなさを学ぶ機会が少なくなっています。動物と触れ合うことで様々な

体験をしながら子供たちは成長していく、町内の小学校で現在動物を飼育している

学校はあるかお聞きします。

最後に、小学校の運動会について伺います。町内に勤める保護者からの声で、運

動会が同じ日では会社に勤めている方が一緒に休めないとのことで、十数年前から

町内小学校２校ずつ分けて行っていた運動会が、今年は４つの小学校が２４日とな
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っております。保護者の方から、他の小学校と重なり仕事の都合で休めなくなった

との声がありますが、どうしてこうなったのか伺っておきます。答弁により再問い

たします。

○議長（森志郎君） 近藤建設課長。

〔建設課長 近藤孝公君登壇〕

◎建設課長（近藤孝公君） 小川議員さんの御質問のうち、交通安全対策について

御答弁をさせていただきます。

この交差点の信号機設置等の安全対策につきまして、従来から御意見、御要望を

頂いており、機会を捉えては、関係機関に対し、要望等を行ってまいりましたが、

注意を喚起する事故多発地点の看板設置にとどまっております。

当該交差点の現状等につきまして、板野署に問い合わせをいたしましたところ、

従来から要望活動等をしていただいている議員さんの御努力のおかげもあり、本年

６月に信号機の設置について、県公安委員会へ上申をしていただけましたが、交差

点の形状不良、交差点前に大きな屈曲部がある。それから、滞留長（信号待ち車両

がとどまるところ）が不足している。店舗の出入り口が交差点内になる等の理由か

ら、現時点においては難しいとの回答が８月にあったとお聞きをしております。

このことから、直ちに信号機が設置されることは、難しいと思われますが、危険

な交差点であることは、認識をいたしておりますので、今後も交差点の安全確保に

向けて、関係機関へ引き続き要望してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 柿内企画政策課長。

〔企画政策課長 柿内直子君登壇〕

◎企画政策課長（柿内直子君） 小川議員の質問のうち、（仮称）藍住町文化ホー

ル・公共施設複合化事業について答弁させていただきます。

まず、久米設計に対する設計委託料の全額支払いに問題はないのかという御質問

に答弁させていただきます。３度にわたる入札不調は、町に損害を与えているので、

満額の支払いは問題があるのではないか、との御質問でございますが、契約書に該

当する瑕疵条項もなく、久米設計は契約書や契約書に付随する特記仕様書に記載さ

れている条件を遵守して、業務を完了しております。

入札不調の背景といたしましては、円安による輸入資材の高騰や、震災被災地の

復旧・復興事業の推進、東京五輪の関連事業などによる事業量の増大、技術労働者
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不足があり、予想をはるかに上回る工事費の急騰を主因とする入札不調は、全国の

公共工事において続発しております。

入札不調については、様々な要因が重なったことによるもので、久米設計に対す

る支払いには問題はないと考えております。

続きまして、設計についての専門職員についてでございます。町の職員に設計等

の資格を持つ専門職員はおりませんので、設計業者との協議によりまして、業務を

遂行しております。もし、専門職員がいたら、今回の３度にわたる不調はなかった

のではないか、との御質問ですが、文化ホールの建築につきましては、音響等特殊

で専門的な分野があり、何人もの設計者を置く設計業者も外部に委託している分野

があると聞いております。たとえ一般的な設計の知識を有する職員がいたとしても、

予定価格が適正であるかの判断は、困難であったと思っております。

続いて、太陽光発電の設置についてでございます。文化ホールは、災害時には、

要援護者が一時的に避難することができる施設と考えております。災害時に対する

非常用発電につきましては、天候条件や日照時間に左右されず、安定的に稼働が見

込める重油の非常用発電機によることとしております。

太陽光発電については、これまで何度も御提案いただいておりますが、工事費や

維持管理費の面から設置は難しいと考えております。以上、答弁とさせていただき

ます。

○議長（森志郎君） 三木理事。

〔理事（福祉課長事務取扱） 三木慶則君登壇〕

◎理事（福祉課長事務取扱）（三木慶則君） 小川議員の子育て支援の充実につい

ての質問に答弁いたします。

先ほどの小川議員の質問の中で、中学校卒業までの医療費とその医療費が、藍住

町民全体の医療費に占める割合についての質問がありましたが、そういった資料に

つきましては、福祉課においては持ち合わせいたしておりません。ただ、藍住町が

実施しております中学校卒業までの子供の医療費の助成事業につきましては、自己

負担に相当する３割とか２割とかの部分での事業の実施でありまして、その事業の

平成２７年度の総額が１億６，９００万円となっております。医療費になりますと

７割負担、７割が社会保険、８割が社会保険というようなことがございますので、

そういうようなのを合わせた分が医療費になるかと思います。したがいまして、町

の事業の実績額において１億６，９００万円が中学卒業までの助成に使われている
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というふうに御理解いただいたらと思います。

１点目の高校卒業までの医療費の無料化についてですが、本町は、子供の医療費

の無料化については、従来から積極的に取り組んでまいりました。平成２２年７月

からは、町単独事業として財源を手当てし、所得制限を設けることなく対象者を小

学校卒業までから中学校卒業までに拡大、子育て支援の充実を図ってきたところで

す。高校卒業までの年齢拡大については、県の補助事業の対象は、依然として小学

校卒業までであり、１２月議会及び３月議会で答弁させていただいたとおり、現時

点では困難であるものと考えています。

２点目の待機児童の解消について、あいずみ保育園の大規模改修工事及び増築工

事は、本年７月に竣工しております。これにより、あいずみ保育園の定員は、３０

人増加し、定員１４０人となり、本町の認可保育所の総定員は５４４人となりまし

た。一方、更なる対策として、新たに認可保育所２か所を増やすことにいたしてお

りますが、うち１か所は、平成２９年４月１日の開設を目指して整備を進めていく

運びとなりました。

新設予定地は、住吉地区で定員４０人を予定しており、待機児童の縮減を図って

いきたいと思います。残りの認可保育所についても、可能な限り早く具体化できる

よう進めていきたいと考えております。

３点目の保育士の確保については、保育士の確保は、全国的にも困難を極めてお

り、各保育施設においても、全力で確保の方策を講じているものと思われます。本

町においても、臨時保育士の処遇改善を図るため、平成２６年度では日額４００円、

昨年度は日額２００円の給与改善を行いました。本年度においても日額２００円増

額して、日額を７，９００円とし、新たに保育手当、日額３００円を創設し、３年

前と比較すると月額２万２，０００円、年額３０万３００円の改善策を講じました。

なお、臨時保育士の嘱託化については、町全体の臨時職員の雇用方針により決定さ

れることになりますので、当面、嘱託職員の採用は難しいものと考えております。

最後に、延長保育について、保育所では、保護者の就労時間等により保育の必要

量の認定を「保育標準時間認定」７時から１８時までの間と「保育短時間認定」８

時３０分から１６時３０分までの間の２つの区分で行っており、通常保育はそれぞ

れの認定区分の時間の範囲内で行っております。ただし、通勤や勤務などでやむを

得ず認定区分の時間を超える場合は、延長保育となり延長保育料が発生します。延

長保育料は各保育園で決定されることになっており、中央保育所においては、１回
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当たり３０分以内が１００円、３０分以上１時間以内が２００円で、月額は２，５

００円となっております。ここで、毎月どれぐらいの利用があるかとの質問があり

ましたが、毎日、１日１０人未満の利用があると御理解いただいたらと思います。

延長保育は、通常の保育時間を超える特別の保育サービスとされており、基本保育

料とは別に負担していただくことにいたしております。以上、答弁といたします。

○議長（森志郎君） 下竹教育次長。

〔教育次長 下竹啓三君登壇〕

◎教育次長（下竹啓三君） 小川議員の質問に御答弁申し上げます。

まず、幼稚園での預かり保育についてでございますけれども、９月１日現在での

幼稚園の預かり保育の人数ですが、全４幼稚園におきまして、６４８人中、４３６

名が預かり保育を実施しております。割合としては６７．３％となっております。

延長保育につきましては、今、保育所と同様に１８時から１９時までを延長保育と

しておりまして、３０分ごとに１００円、１時間延長の場合は２００円、また、月

額２，５００円というのは、保育所と同じ金額となっております。幼稚園のほうで

の延長保育の利用状況ですけれども、４月から７月までにつきまして、各園で平均、

延べ１日当たりの人数でございますが、約３名程度が３０分の延長、１時間までの

延長になりますと１人程度ということになっております。これにつきましても、や

はり人員を配置しての対応ということですので、無料化ということは難しいかなと

考えておりますので、御理解をいただけたらと思います。

続きまして、学校教育の充実についてでございますが、学校教育の課題という非

常に幅広い問題ですけれども、やはり一番には学力向上が挙げられると考えます。

藍住町の学力の全国での状況でございますけれども、学力テストによりますと、や

はり、全国平均並みというのが現在の状態でございます。平成２６年度からは、藍

住町学力向上連絡協議会を開催して、学校と教育委員会が連携しながら、分かりや

すく集中できる授業の進め方など、授業の質の向上などに取り組んでいます。

小学校では、算数の授業に児童の理解力に応じた習熟度別クラスを取り入れたり、

つまづきやすい授業には２人の教師による授業を行ったり、放課後や夏休みに個別

に補習を行っています。ただ、学力向上のためには学校での学習だけでなく、家庭

での学習が重要となってきますので、また、携帯やスマホの普及、使用などにより、

家庭での学習時間が少なくなってきているのも事実であり、教育委員会だよりや各

学校からのお知らせなどによって、機会があるごとに子供の生活習慣の改善につい
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ての啓発を行っています。

御質問にありました、学校図書館の利用についてですけれども、学校図書館にお

いては、計画的に図書を購入して、学校のほうで必要な物を購入して、そろえてい

るというのが実情です。

また、児童館への連携でございますけれども、必要に応じて連携を行っておりま

すが、今後はできるだけ密に連携を行ってまいりたいと考えております。

次に、英語教育に関してですけれども、現在小学校では５、６年生を対象に、外

国語活動として、英語に親しむことを目的とし、聞く、話すを中心にした授業を実

施しています。

また、外国語指導助手を活用して、生きた英語に触れることや文化の違いを学ぶ

ことにより、子供たちの興味、関心を高めていくよう取り組んでいます。英語を学

ぶ上では、聞く、話すということだけではなく、読む、書くといったことも必要と

なり、コミュニケーション能力を高めるには、こうした四つの技能をバランスよく

育成していくことが重要となります。中学校では、１対１でのペアワークや、少人

数によるグループでの話し合い、ディベートやディスカッションなども授業に取り

入れるとともに、ヒアリングテストやライティングテストなどにより、技能を高め

るよう取り組んでいます。

平成３０年度からは、外国語活動が小学３年生から先行実施されるほか、中学校

では英語で授業を行うことなど、教員の英語力、指導力の向上も求められますので、

国、県の動向を踏まえ、学校、教育委員会が連携しながら英語力の向上に向けて推

進してまいりたいと考えています。議員御指摘の海外への派遣等につきましては、

今のところ、信頼できる受入先等の問題もありますので、現在は考えてはおりませ

ん。

次に、携帯スマホの使用についてですが、昨年小中学生を対象に実施した「生活

や学習についてのアンケート」の結果を見ますと、自分の携帯やスマホを持ってい

るのは、小学１年生で２８％あり、高学年になるにつれて割合が上がり、中学３年

生では７６％となり、小中学生全体では４６％となっています。

また、家で２時間以上ゲーム、携帯、スマホを使用している子供は、小学１年生

では２％ですが、小学２年生になると１０％を超え、中学生では約３０％となって

います。各学校では、携帯安全教室などを実施して、正しい使用方法や注意点につ

いて指導を行っているほか、保護者に対してもリーフレットを配布したり、家庭訪
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問や個人懇談の際に注意喚起を行っています。今後も携帯電話等の安心・安全な使

用についての知識を深め、過度に依存しないよう家庭でのルールを決めて、トラブ

ルに巻き込まれることのないよう、啓発に努めてまいりたいと考えています。

次に、不登校児童の現状と取組についてですが、７月時点での状況ですが、小学

校で、学校を休みがちな子供が６人、不登校児童生徒のための適応指導教室である

キャロッ子学級に通級している子が２人、在宅不登校傾向にある子が６人で、合計

１４人となっています。中学校では、学校を休みがちな子が３人、キャロッ子学級

に通級している子が７人、在宅不登校傾向にある子が７人で、合計１７人となって

おり、小中学校合わせて３１人となっております。

各学校では、不登校児童生徒に対して、学級担任が電話連絡や家庭訪問を行って

状況の把握を図り、保護者との話し合いの中でキャロッ子学級を紹介したり、スク

ールカウンセラーによるカウンセリングを行っています。

また、本年度から、不登校児童生徒への訪問・連絡日誌を作成し、学校内での情

報の共有化を図るとともに、教育委員会へも報告することとし、青少年対策監を含

め、関係者が情報を共有し、連携しながら不登校の解消に努めるよう取組を行って

います。

次に、小学校での動物飼育についてですが、現在、それぞれの小学校では、池で

金魚やコイなどの水生生物を飼育しており、理科の授業では昆虫類の飼育・観察を

行っていますが、鳥類やほ乳類の飼育は行っておりません。

動物飼育の問題点としては、アレルギーや感染症、鳥インフルエンザなどによる

子供の体への影響や、土曜・日曜や長期休業中の世話や管理、また、飼育環境の衛

生管理、教職員の動物飼育に関する知識や時間の不足などがあり、現時点ではこれ

以上の動物飼育は困難であると考えています。

最後に、小学校の運動会についてですが、本年は、４小学校、幼稚園の合同運動

会が、９月２４日土曜日の同日開催となっていますが、それぞれの学校で、行事の

予定などを考慮しながら、前年度末に決定し、４月のＰＴＡ総会で了承されること

となっており、偶然同じ日になったというのが現状です。

雨天の場合は、日曜日に順延できるため、授業への影響が少ないよう土曜日の実

施としており、９月後半となると限られた日しかないため、重なることもあると考

えられますので、御理解いただけたらと思います。以上、御答弁といたします。

○議長（森志郎君） 小川幸英君。
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〔３番 小川幸英君登壇〕

●３番議員（小川幸英君） 答弁を頂きましたので、再問いたします。

最初の交通安全対策、寿司松さんの横の交差点について、永濵議員さんの度重な

る質問で警察の方も動いてくださったと、一歩進んできたと思われます。やはり、

ここは非常に車の行き来している交差点でありますので、重大事故のないように、

更なる町からも付近住民の願いとして、信号機設置を要望していただきたいと思い

ます。

次に、（仮称）藍住町文化ホール・公共施設複合化事業について、答弁頂きまし

たが、既に設計料１億１，４４８万円は払ったということでありましたが、設計業

者に落ち度はなかったと、その時代のオリンピックとかいろいろなことで、東日本

震災とか時代のあれで、いろいろな物が上がったということでありますが、町長は

全員協議会の席で、設計業者を変えずにやるというようなこともおっしゃいました。

これが急に変わったということで、なぜ変わったのか、ちょっとこれは伺っておき

ます。

それと、９月１４日の徳島新聞の読者の手紙で、これは鳴門市の方なんですが、

入札不調続出、発注に工夫をということで、ちょっと読んでみますと、「最近「入

札不調」というニュースをよく聞きます。入札不調とは施工業者が決まらないこと

なので、工事ができないことを意味します。藍住町では文化ホールの入札不調が３

度続き、工事予定地に雑草が生い茂ったため、除草費用が発生しているそうです。

同様に阿南市でも離島の住宅建築工事が２回にわたり入札不調ということで、工事

の完成時期が大幅に遅れそうです。完成が遅れることによって、建物や施設の利用

を待ち望んでいる多くの町民や市民が、がっかりしているのではないでしょうか。

それ故、発注者である町や市は、もう少し発注の工夫ができないものかと思いまし

た。工事の発注は法律どおり適切に行わなくてはいけませんが、入札手続にこだわ

っていたのでは建物の完成が遅れます。入札とは競争入札ですので、多くの施工業

者が競争して１円でも安く落札することが求められます。ところが東日本大震災以

降、資材が不足している上、技術者や作業員も足りず、業者は損をするような工事

には参加しません。公共工事の契約過程の適切性を重視する余り、しゃくし定規に

競争せよという入札方法が不調という結果を招いています。最近の建設業界の実情

に即した契約方法に改めたほうがいいのでは、と思います。」と、これは多分一般

の方と思いますが、藍住町のことまで心配してくれておりますが、度重なる３度の
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不調で今度は設計業者を変えて、次に４度目に入札するということでありますが、

今度の入札に対しては、どういう、藍住町として今までの教訓を生かして取り組ん

でいくか、それを伺いたいと思います。

次に、高校卒業までの医療費無料化について、藍住町は今まで中学校まで積極的

にやってきたということでありまして、高校までは考えていない、国や県の動きに

よってするというようなことでしたが、板野町では、給食費と保育料、これを無料

化することによって、町外からの子育て中の若い人や、町内出身の人が町内に帰っ

てきて若い人が増えていると聞きます。本町は昔から子育ての町、若い人の町と言

われておりますが、やはりこれは、よそに負けないような、思い切った子育て支援

をすべきと思います。是非、再度、無料化、高校までの無料化を検討していただき

たいと思います。

次に、不登校児童について、昨年４６人が本年度３１人になっているということ

で、１５人ぐらい減っております。これも教育委員会と学校現場が取り組んだから

こそと思いますが、１人でも少なく、不登校の子が少なく学校に行けるように、ま

た、取り組んでいただきたいと思います。

次に、最後の小学校の運動会について伺いました。今年は日にちが決まっておる

ので、学校現場でＰＴＡと相談して決めたというような答弁がありました。教育長

は、先ほども保護者と一体となった教育行政を目指すというようなことを答えてお

りました。保護者の方から今までは２校ずつ分けてしていたと、それは教育委員会

の多分指導があったのではないかと思いますが、それが一緒になってしまったと、

私の近所のおばあちゃんが、ひ孫の運動会に行くのに東と北におるんやけど、どっ

ちも行けんと、１人に行ったら怒るというようなことで、困っているという現状も

あります。今年は４校決まっておりますが、来年度からは教育委員会が、やはり今

までどおりの運動会にしていただきたいと思いますが、これも再問お願いいたしま

す。

○議長（森志郎君） 石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） 小川議員さんの再問にお答えをいたします。

まず、文化ホールの設計業者の変更について、なぜ、設計業者が変わるようなこ

とになったのか、という御質問でございます。これまでにも議会の全員協議会等々

で御説明もしてまいった、とこのようにも思っておりますが、御承知のように、こ
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れまで過去３回入札会を行いましたけれども、いずれも入札不調というような残念

な結果に終わっております。様々な原因につきましては、先ほどの担当者からの答

弁の中でも申し上げたとおりでございます。

４回目につきましても、久米設計さんのほうと打合せ等々も行いましたけれども、

私が感じたところ率直に申し上げますと、このまま久米設計さんが行った原設計を

用いた上で、４回目の入札を行ったとしても、果たして落札者が決定されて工事に

取り掛かれるのか、落札業者が決定されて、できるだけ早くこの工事に踏み出すこ

とができるのかといったことも、少々、不安な点といいますか、落札者が出てくる

のかどうかという不安もございました。

それからまた、４回目の入札までにしても原設計を用いる限りですね、いわゆる

予定価格の設計金額の増額も当然のことながら、かなりの増額が予想されておりま

した。こうしたことを受けて、やはり、この原設計で、このまま入札会にかけても、

増額をお願いしたりですね、あるいはまた、そうしたことを行ったりしても落札業

者が決定しないという不安もございましたので、そうした理由から、この際、新た

に設計業者を変更した上で、設計変更をするほうが、現在の今議会の皆様方から御

承認を頂いている、いわゆる予定価格の範囲内で、できるだけ納めようと思ってお

りますので、そうした予算を適正に執行する意味においても、やはり設計変更をし

たほうが、結果的には近道、早道になるのでなかろうかと、そうした判断の元、設

計業者さんを変更するといったことでございます。こうした理由で設計業者さんを

変更した、といったことでありますので、よろしくお願いを申し上げたらと思いま

す。

なお、議会等でも御説明はさせていただいておりますが、これまでの設計、基本

的な席数でありますとか、あるいはまた、面積でありますとか、いろいろ施設につ

きましては、できるだけ現在の原設計を使用していくというような設計になろうか

と思います。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 柿内企画政策課長。

〔企画政策課長 柿内直子君登壇〕

◎企画政策課長（柿内直子君） 小川議員さんの（仮称）藍住町文化ホール・公共

施設複合化事業についての再問に答弁させていただきます。

次回の入札につきましては、入札の原因が資材の高騰や技術労働者不足に原因が

ありますので、基本的な機能は変更しませんが、実勢価格を十分考慮して予定価格
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を算定してまいりたいと考えています。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 和田教育長。

〔教育長 和田哲雄君登壇〕

◎教育長（和田哲雄君） 小川議員さん御質問の運動会の日程をばらせないのかと

いう件について答弁申し上げます。

実は、教育委員会で、ああせえ、こうせえと言ったことは、１回もないのです。

私の記憶によりますと、平成１６年か平成１７年頃から運動会の日程は各学校に任

せると、幼稚園に任せるというふうになったと記憶しております。それ以降、各学

校、幼稚園で相談しながら、保護者とＰＴＡと相談しながら決めるという状況でご

ざいまして、たまたま、本当に偶然の一致で、４校４園が一緒になったという状況

でございます。

確かに御指摘のとおり、うちのおばあちゃんは孫が、学校違うからどっちに行っ

たらいいか分からんから困ったなというお気持ちもよく分かります。実際、学校は

もっといろんな幅があるのですけども、９月下旬から１０月上旬、１０月に入りま

したら、郡陸、県陸と申しまして、小学校の板野郡陸上競技大会、それが終わった

ら、県の陸上競技大会とありますので、限られた時間しかありません。だったら、

５月にしたらどうかというところもあるのですが、運動会、子供たちがずっと学級

で心一つにして、まとまったところにポンとやるのが非常に教育的効果が高いとい

うので、学校は是非、秋にしたいという中で、９月下旬から１０月上旬に限られた

中でやると、今回、たまたまでございまして、今まで違っていたのは、交通整理し

たわけではございません。

全く、学校の、以前は日曜日が主流でございまして、平成１９年度から、当時私

が南小学校の校長しておりまして、そこから土曜日という、土曜日運動会を始めま

した。それから徐々に各学校に広まっていきまして、今年、藍住東小が日曜運動会

から土曜運動会に変えたと、その理由は先ほど次長が答弁したとおりでございまし

て、その中で、たまたま重なってしまったわけでございますので。各学校にも事情

がありますので、事情、しんしゃくしながら、今後はできたら、ばらしたほうがい

いなあという要望があったということを伝えて、それも検討項目の一つに入れるよ

うに伝えたいと思います。以上でございます。

○議長（森志郎君） 小川幸英君。

●３番議員（小川幸英君） たまたま運動会が２４日になったということですが、
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やはり、教育委員会として、やはり保護者のことも考えた教育を今後すべきと思い

ますので、そういう声があったということは、伝えてください。これで終わります。

○議長（森志郎君） 小休いたします

午後２時１８分小休

午後２時３６分再開

○議長（森志郎君） 小休前に引き続き、会議を再開します。

次に、１０番議員、西川良夫君の一般質問を許可いたします。

西川良夫君。

〔１０番 西川良夫君登壇〕

●１０番議員（西川良夫君） 議長の許可により、一般質問を行います。

南海トラフ巨大地震に備えてというので、避難所運営リーダーの養成の必要性に

ついてお伺いします

９月１日防災の日には、南海トラフ大地震を想定した大規模な防災訓練が行われ

ました。この南海トラフ大地震は、３０年以内に７割の確率で発生すると言われて

おります。藍住町の被害については、倒壊する、損害する建物が５，９００棟、人

的被害は７２０人と想定されております。その状況から見ますと、避難をしてくる

人数が１万人以上になると思われます。

今まで各地で発生した災害時における避難所の課題として、運営に当たるリーダ

ーがいなければ、スムーズな対処が不可能と言われております。快適な避難生活が

送れるようにするには、避難所運営リーダーが重要であります。避難生活では、で

きるだけ快適に過ごせるようにするには、様々な状況に対して柔軟、機敏に対応し、

お互いが協力し合える運営ができなければ、混乱やトラブルが発生してそれがスト

レスとなり、更なる二次被害が発生すると、度々指摘されているところであります。

避難所運営に職員が付いていたために、本来の業務に支障が出たということがない

ように、避難所運営は避難者による自主運営で行うものとされており、そのために

も避難所運営リーダーの養成は不可欠だと思います。

そこで、昨年行われた県主催の避難所運営養成講座もありましたが、現在、町内

には何名の避難所運営リーダーがおりますか。これから避難所運営リーダー育成の

取組についてもお伺いをします。

次に、被災者支援システムの運用計画についてお尋ねします。このシステム導入

については、平成２３年の３月議会の一般質問でも提案しましたが、この度、予算
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が付けられ一歩前進したと、このように思っております。今後の取組に大いに期待

をするところでありますが、阪神・淡路大震災の時に大被害を受けた兵庫県西宮市

の職員が、罹災証明発行などについて、７時間から８時間掛かっていたと、それを

何とかしようということで、１０日間かけてこの支援システムを開発したという話

であります。それを総務省が採用して、現在、地方公共団体情報システム機構の

J-LIS がサポートしておりますが、無償で提供され本町にも配布されておりますが、

このシステムの最大の特徴は、家屋被害ではなく、被災者を中心に据えている点だ

と言われております。住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これ

を基に、罹災証明書の発行、支援金や義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の

入退居など被災者支援に必要な情報を一元的に管理するというものであります。こ

れによって被災者支援業務の効率化はもとより、被災者支援業務の正確性及び公平

性を図ることができると言われております。導入については、自治体からの求めに

応じて、被災者支援システム全国サポートセンターから、講師派遣も可能なために、

この研修を受けて、職員が自分でセットアップすれば無料でできることになります

が、外部委託にしても２０万円から５０万円以内にこれまでの例で収まっておりま

すので、そんなに費用が掛かるものではないということですが、この災害時に備え

て、このシステムの運用計画についてお伺いをします。

次に、ＳＮＳの質問については、午前中に導入についての答弁がありました。そ

の答弁によりますと、情報が混乱するのではないかという、そういった懸念もある

と、そしてまた、前向きに検討するという、そういう答弁でありました。もう少し

詳しくお伺いしますが、ソーシャルメディアについてはいろいろな特徴があって、

ツイッター、あるいはフェイスブックについては、拡散をしているという特徴があ

ります。そういう意味においては全くリスクがないかと言えば、ないとは言えない

と思うのですが、私もこのアカウントについては、取得してから９年になりますけ

ども、今までリスクを感じたことはありませんし、そういったデメリットも感じた

ことはありません。また、そういう話も聞いたことがないことから、そんなに心配

するようなことではないのではないかと思いますが、一方、ラインについてのこと

ですが、これは電話番号を相手と互いに承認し合った上で、情報や情報のやりとり

を行うのが基本になっております。情報が不特定多数に即座に広く伝わることはあ

りません。また、ツイッターのリツイートやフェイスブックのシェアをするような

機能は付いておりませんので、そういった心配はないということで、今、公共機関
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が情報を発信するのに最適な条件ということで、多くの自治体が市政情報、緊急情

報や新着動画、首長の動きやメッセージ、重要プロジェクト、町の魅力紹介（観光

情報）などを発信しております。

藍住町でも、藍の魅力を発信するプロジェクトが立ち上がるという、そういう話

も所信表明でありました。こういったことについても、町の特性や魅力を盛り上げ

る手段としても効果が期待できますが、災害時に限らず平常時でも住民からの様々

な情報に活用ができます。町の安全対策について言えば、カーブミラーの設置や防

犯灯、道路に穴が開いているとか、除草の依頼など画像付きで場所や内容が投稿さ

れます。役場はそれに対してどのように対応するのかとか、したのか、また、経過

はどうなっているか、こういったことがリアルタイムでやりとりができるようにな

ります。

このソーシャルメディアを十分に活用するためには、庁舎内の必要な情報を一元

管理し効率的に運用する必要があります。新たに広報課などの部署を設置して、専

門のスタッフにより各部署と連携して迅速に対応することにより、もしこういうこ

とができたら電話の問い合わせも減少して、職員の業務にもゆとりができ、その分

住民サービスの一層の充実ができる、とこのように考えられますが、この点につい

てお伺いします。

次に、避難所への Wi-Fi スポットの設置についてお伺いします。「大規模災害発

生時における公衆無線ＬＡＮの無料開放に関するガイドライン」に基づいて、各事

業者の自主的な判断により実施されております。徳島県でも、県内で大規模災害等

が発生した場合には、Tokushima Free Wi-Fi を無認証、時間無制限で利用できる SSID

「00000TOKUSHIMA」を発行しております。本庁舎と体育館の２か所に、今、設置さ

れておりますが、避難所における長時間の携帯電話等の端末使用はデータ容量が大

きくなるために、キャリアを気にせず、安心して災害情報の収集や安否確認ができ

るように Wi-Fi の設置が必要だと思いますが、その計画についてお伺いします。

次に、水道事業について、お尋ねします。午前中の質問の答弁にもありましたが、

計画的に今進めておりますという答弁がございました。インフラの中でも一番大事

なのは水であります。いつでも蛇口を開ければ勢いよく出てくる水のありがたさを

感じて生活しておりますが、全国的に、今後、急速に水道管や施設の老朽化が進み、

更新時期を迎える中で、人口減少などにより料金収入が減少し、資金不足に悩んで

いる自治体が、各地で危機的な状況になっている、とこのように報道されておりま
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した。そのために、国は今年度の第２次補正予算案に、老朽化した水道管を耐震性

のある管に更新するための支援費が計上されました。本町の水道事業については、

健全な運営が今のところはできております。決算書にも現れておりますし、町長の

所信表明にも、現在のところ、水道事業は安定して健全な経営ができていた。こう

いったような説明がありましたが、それで水道管の耐用年数は４０年と言われてお

りますが、現在、水道管の総延長に対して、更新区間の割合は、どれぐらいあるの

かお尋ねします。

また、本町の水道事業は将来的にも安定して供給ができるのか、お尋ねしたいと

思います。以上、答弁によって再問をします。

○議長（森志郎君） 矢野理事。

〔理事（総務課長事務取扱） 矢野博俊君登壇〕

◎理事（総務課長事務取扱）（矢野博俊君） それでは西川議員さんの御質問につ

きまして、御答弁をさせていただきます。

避難所運営リーダー養成講座の関係でございます。まず、人数でございますが、

昨年の１０月から１１月にかけまして、北島町の県立防災センター、それ以外もあ

りますが、「平成２７年度快適避難所運営訓練・リーダー養成講座」が開催されま

した。本町からは職員が２名、自主防災組織関係者を中心にいたしまして住民の方

７名で、合計９名の方が受講されております。

運営リーダー育成の取組についてでございますが、避難所は各地区の自主防災組

織などの地域団体を中心に、職員と共に運営に携わっていただくこととなっており

ます。また、運営を行うリーダーの活動も重要となってまいります。しかしながら、

本町においては、現在のところ自主防災組織の活動も十分とは言えない中、町独自

のリーダーの養成が十分できていないのが現状でございます。

今後につきましては、自主防災組織の活性化を目標に取り組むとともに、多くの

避難所運営リーダーが誕生するよう、地域への声掛け、防災意識や知識の向上、啓

発に努めてまいりたいと考えております。また、今後も県が行いますリーダー養成

講座等につきましては、多くの方が参加いただけるよう、積極的に住民の皆さんへ

お知らせしたいと思います。

続きまして、被災者支援システムの運用計画でございますが、こちらにつきまし

ては、以前、国から、総務省でございます、元は西宮市で作られたもの、現在は J-LIS

を経由でございますが、無償提供を受けられます。本町につきましても、総務省の
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ほうから無償提供受けておりました。それで数年前から職員によるデータ移行等作

業を進めておりましたが、なかなかうまく移行することができませんでした。それ

で今回、補正予算でお願いをいたしておりますが、このシステム改修等を行う予定

といたしております。あわせまして、データ移行を業者に委託するというものでご

ざいます。予定といたしましては、サーバー、これは本町も仮想サーバーを使う予

定としておりますが、移行作業を行いまして、できましたら今年度末から運用がで

きるようにしたいと考えております。

続きまして、現在、ＳＮＳの関係でございます。こちらにつきましては、先の質

問でも答弁させていただいておるものでございますが、現在、本町では一部の課に

おいてフェイスブック等で住民の皆さんに情報、主に町の行事関係を提供いたして

おるところでございます。様々な場面においてリアルタイムの情報が提供できます。

情報の拡散性もあるものでございます。災害時の通信手段の確保とともに、住民サ

ービスの向上にも利用できるシステムであると考えております。なお、大規模災害

等が発生した場合の利用でございますが、非常に緊迫した状況の中で不確かな情報

に振り回される危険性、また、多くの情報の整理でありますとか、分類、伝達する

仕組みを構築しなければならないといった問題もございます。本町においてのＳＮ

Ｓ課題や問題点を、もう少し整理する必要があるのでないかと考えております。

また、災害時の通信手段の確保ばかりでなく、様々な場面において、リアルタイ

ムの情報が提供できるということで、住民サービスの向上に大きく貢献できるシス

テムになるものだと思います。各課や施設、各業務等において、どういうような活

用ができるか検討する必要があると考えております。それで、各課の業務でありま

すとか、施設等の利用についてでございますが、情報の正確性の問題、また、整理

の必要性もありますので、専属の部署、また、担当者の配置、収集とか分析者の育

成といった問題も出てまいります。防災も含めまして、町全体でＳＮＳの利用につ

いて、検討をしてまいりたいと思います。

避難所への Wi-Fi スポットの設置についてでございますが、こちらにつきまして

は、県におきましても南海トラフ地震への対応を検討する中で、東日本大震災での

教訓を踏まえ、Wi-Fi を有効な通信手段と評価して、県内の整備を推進していると

いうところでございます。

それで、本町の指定避難場所、また、関係施設における設置でございますが、こ

ちらにつきましては、先ほど議員さんからも申していただきましたが、庁舎それか
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ら町民体育館に設置をいたしております。それで必要性もございますので、今のと

ころ平成３０年に２つの中学校、平成３１年に各小学校、４つの小学校に設置する

ように計画をいたしております。以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願

いをいたします。

○議長（森志郎君） 森水道課長。

〔水道課長 森隆幸君登壇〕

◎水道課長（森隆幸君） 西川議員さんの御質問のうち、水道事業について答弁を

させていただきます。

まず、老朽管の更新計画についてでありますが、平成２８年３月末現在、町内に

約２２６キロメートルの水道管が布設されておりますが、そのうち６．５キロメー

トルは石綿管が残っており、割合で言うと２．９％になります。

ここ数年は、この石綿管の布設替えを優先的に行っておりまして、今後もこれを

継続していく予定にしておりますが、議員さん御指摘のような具体的な更新計画は、

立ててないのが現状であります。

現在、残っている石綿管の多くは、県道若しくは旧県道に布設されていますが、

特に２．５キロメートルほどは、長期間の夜間工事が必要になるなど、困難な工事

が予想され、数年後には他の管種についても耐用年数を迎えるものが出てくるなど、

長期的な更新計画の必要性は町も認識しておりまして、できれば今年度中に現状分

析を行い、来年度中には、財政計画を含めた経営戦略を策定できるよう準備を進め

ているところでありますので、御理解をいただきたいと思います。

次に、水道事業の将来についての御質問でありますが、決算書で報告させていた

だいているとおり、黒字経営を続けておりまして、将来人口の急激な減少も予想さ

れておりませんので、災害等大きな負担要素がない限りは、今後も安定した経営が

続けられるものと考えております。

このことについても、先ほど申し上げた経営戦略策定の中で、より安定的な経営

をするために、どのようにすればよいかを検討していきたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 西川良夫君。

〔１０番 西川良夫君登壇〕

●１０番議員（西川良夫君） 答弁を頂きましたので、再問をいたします。

避難所運営リーダーの育成についての取組について、現在、自主防災組織が大義
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でその責任者がこの上に付くというのが、一番望ましいわけですけども、自主防災

組織ありは自治体自体が、今、崩壊状態になりかけているという、そういう状況の

中で、なかなか難しい部分もあろうと思いますので、できるだけ、例えば、町内在

住の学生とか、そういった若い人に呼び掛けて、そして、推進していくのも一つの

方法かと思います。災害はいつ起こるか分からないわけですが、地震発生後、避難

所に行けば何とかなるというような思いで、たくさん人が一度に避難してきた場合

に、果たしてぶっつけ本番で適切に対処ができるのか、ちょっと不安があります。

妊婦や要配慮者などの数に応じた対処ができるような、町独自の運営マニュアルも

あると思いますけども、このマニュアルを基にして、定期的に行われる防災訓練と

合わせて、避難所開設の訓練を実施してはどうかと思います。当日避難をしてくる

人が実際にいるわけですから、現実的な訓練ができると思いますが、いかがでしょ

うか。

被災者支援システムの運用計画についての答弁がありました。いろいろなシステ

ム改修とか、仮想サーバー使っての導入を進めていくという、そういう話でありま

すが、災害時に５，０００棟以上もの建物が倒壊することを想定しておりますので、

それに合わせた対応をしていく、考えていく必要があると思うのですけども、被災

状況の調査を基に被災者台帳が作成されて、そして支援システムが機能するわけで

すけども、被害状況を調査する人数は、ある程度必要と思います。人的確保につい

て、災害協定で協力が得られるようになっているのか、どうかということをお尋ね

します。

この建物の被災状況を調査するのは、今のところ専門的な熊本地震何かでは、専

門的な知識を持った人がやっておりましたけれども、これが普通の一般職員でもで

きるような、そういったシステムが、今できているようです。それもやがて全国的

に使われるように、活用されると思いますが、いずれにしても、人的な確保が得ら

れるように、協定、災害協定のところ、あるいはその他のところで、できるような

体制が必要だと思います。また、被災者台帳は、地震発生後に作成するものですが、

発生後、速やかに作成するためには、平常時から、いろいろな部署間の連携、訓練

やシミュレーションを実施するなどの準備が必要なのではないでしょうか。以上、

この２点をお伺いします。

ＳＮＳについては、いろいろと検討しながら前向きに進めていくということです

ので、今後の取組に期待をしたいと思います。Wi-Fi スポットは、順次、学校に設
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置することが計画されているようでありますので、これもその時期が来れば設置さ

れるものと思います。

水道事業についての答弁でありますけども、町が２２６キロメートルあって、石

綿間が６．５キロメートル残っていると、この４０年の耐用年数を規定が迎えてい

る水道管については、答弁がありませんでしたけれども、この割合はどうなんでし

ょうか。その耐用年数過ぎた管については、当然、更新しなければいけないわけで

すので、その状況によっては、将来安定するのかどうかということも考えられます

ので、この点について、再度お伺いをします。

○議長（森志郎君） 矢野理事。

〔矢野理事（総務課長事務取扱） 矢野博俊君登壇〕

◎理事（総務課長事務取扱）（矢野博俊君） それでは西川議員さんの再問につき

まして御答弁をさせていただきます。

まず、１点、運営リーダー育成の取組という関連で、まず、町独自の避難所運営

マニュアルということでございますが、このマニュアルにつきましては、平成２５

年度に策定をいたしております。しかし、大規模災害の実際の避難所運営の経験が

ございません。マニュアルどおりの運用が十分できないのではないかと、危惧もい

たしておるところでございます。また、避難所運営は住民の皆さんの役割も大きく、

住民の方々の協力がなければ円滑に運営することができません。職員をはじめ、住

民の方々への周知や防災啓発に努めるとともに、避難所運営リーダーの育成、また、

連携を図ってまいりたいと思います。また、先ほど議員さんのほうからもお話がご

ざいましたが、避難所運営の一環として大学生ボランティアというお話がございま

したが、こちらにつきましても、活用するということで、現在、検討いたしておる

ところでございます。それで訓練の関係でございますが、定期的な防災訓練と合わ

せての避難所開設訓練の実施ということでございますが、防災避難訓練につきまし

ては、毎年、順に２か所ずつ行っており、また、避難所開設訓練につきましては、

毎年、東日本大震災の発災した３月１１日前後で、避難所の担当職員を各避難所施

設へ集め、避難所の開設の方法や資機材の保管場所の確認、食糧の配布方法、無線

機の使用方法などの説明を行っておるところでございます。

現在の防災避難訓練につきましては、住民の方を対象とした避難訓練、また、避

難所開設訓練については、避難所開設係の職員を対象とした訓練でありますので、

今の開催方法では、同時に開催をするということは少し難しい面もあります。しか
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し、避難訓練の参加者も少なくなってきている現状があります。今後、訓練内容の

見直しも考えなければなりません。この防災訓練の開催方法等の見直しに合わせま

して、避難所開設訓練を検討したいと思います。

なお、避難所運営リーダーに関しましては、今後も１人でも多くの方に、リーダ

ー養成講座へ参加していただくということもありますが、もう一つ、避難所の状況

把握を兼ねて防災訓練、また、避難所開設運営の訓練にも参加していただくことが

大事であると考えております。施設など現場の状況や資機材の状況なども体験して

いただく中で、避難所で中心的な活動ができるリーダーの育成ということにも取り

組んでまいりたいと思います。

続きまして、被災者支援システムの関連でございますが、まず１点、現在、締結

をいたしております他の自治体との災害応援協定、こちらの協定によりまして、必

要な人員、物資を要請することができるということでございますが、救助や応急復

旧に必要な職員の派遣についての定めというのは、記載がありますが、具体的な派

遣人数についての定めというのはありません。恐らく発災直後の混乱期における調

査業務等については、多くの人員を必要とするため、協定の自治体へ依頼を求める

こととなります。しかしながら、大規模な災害時には、災害時相互応援協定をまい

ております自治体のみでは限りがありますので、熊本地震でも行われておりました

が、県等を通じて多くの自治体からの確保も必要になってくると考えております。

なお、災害応援協定によります応援で大きなものとしては、生活物資の確保や復

旧時における職員の派遣になってまいります。応援協定締結先の自治体と平常時か

ら連携を密にし、非常時において円滑に協定の内容が遂行できるよう体制を整えて

おきたいと考えております。

システムの関係でございますが、被災者支援システムは罹災証明の発行や物資の

状況はもとより、多くの部署の業務に関係するものなどがあり、大規模な災害が発

生すれば全庁的に使用するシステムとなります。組織体制の整備とともに、運用開

始後は職員の誰もが円滑に利用できるよう、研修会等を開催するほか、職員向けの

訓練にも取り入れたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。よろ

しくお願いをいたします。

○議長（森志郎君） 森水道課長。

〔水道課長 森隆幸君登壇〕

◎水道課長（森隆幸君） 西川議員さんの再問に答弁させていただきます。
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先ほど答弁の中で、石綿管について２．９％ということで答弁させていただきま

したが、ここ数年で耐用年数４０年を経過し、迎えるものは石綿管が該当するとい

うことで、この近々に耐用年数を迎えるものが、石綿管という理解をしていただい

てよろしいかと思いますので、答弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 西川良夫君。

●１０番議員（西川良夫君） 答弁を頂きました、水道事業ですけど、水道管の布

設状況が把握できるような図面がないような気がするのです。それがはっきりして

なければ契約もなかなか難しいと思うのですけど、そういう基礎的なデータという

ものが、きちっとしたものはあるのですか。それを基にして、耐用年数４０年度基

準にして、減価償却を計算すれば、いつ頃どこの管が更新時期を迎えるといった時

系列で計画が立てられると思うのです。そういったような計画は立てられるように

計画にしているのですか。その点、お伺いします。

○議長（森志郎君） 森水道課長。

◎水道課長（森隆幸君） 西川議員さんの再々問にお答えさせていただきます。

今の水道管の耐用年数というか、施工年度についてでございますが、一応、その

年度にしたということはあるのですけれども、配水管について、特に管径とかです

ね、施工位置について情報が正確でないものもありますので、その当たりも含めま

してですね、今回経営戦略を立てていく中で、きちんと情報を整理してですね、経

営戦略というものを立てていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（森志郎君） 次に、８番議員、徳元敏行君の一般質問を許可いたします。

徳元敏行君。

〔８番 徳元敏行君登壇〕

●８番議員（徳元敏行君） 議長の許可を頂きましたので、質問をいたします。

第５次総合計画の中身について、第４章政策の方向というところで、子ども子育

て支援の充実に関しまして、人口増の設定が、平成３７年度３万６，０００人とい

う目標になっております。人口増について、大きな要因の一つとしては、出生率の

増加というのが必要要件になるかと思います。現在、藍住町では１．５弱と聞いて

おります。それが目標が１．８を設定していると、これの出生率向上について、町

独自の施策なり取組方があるのか、これをお伺いいたします。

二つ目、目標２になっております。学校教育の充実についてでありますが、機会
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均等に教育が受けられる教育環境に関して、小学校、中学校における長期欠席、不

登校生徒、特別学級の現状と課題分析、取組方を質問の予定でありましたけれども、

午前中の各議員さんの質問に対して、教育長から明細な説明を受けましたので、こ

ちらの趣旨として十分理解できましたので、この質問は取下げといたしまして、た

だ１点、教育委員会と各学校との情報交換、いろんな情報が、正確かつ迅速になさ

れているのかという点だけをお伺いいたします。

３点目、この目標６に挙げております高齢者福祉、介護の充実についてですが、

現在、藍住町で、独居又は夫婦だけの高齢者世帯が増えております。この場合、買

物とか通院に対して移動する交通手段が非常に不便であると、通院に関してでも交

通手段について、非常に困窮しているから、何らかの支援対策を要望する声がたく

さんあります。この点、藍住町として、この課題に対して、どういう取組方をなさ

れるのか御質問いたします。

○議長（森志郎君） 三木理事。

〔理事（福祉課長事務取扱） 三木慶則君登壇〕

◎理事（福祉課長事務取扱）（三木慶則君） 徳元議員の将来人口の目標達成に関

してと、高齢者福祉に関してを合わせて、答弁させていただきたいと思います。

１点目の将来人口の目標達成に関して、藍住町においては、藍住町人口ビジョン

において、３つの今後の取組の方向が示され、その背景には出生率の向上や町外に

転出していた若年者が２０代３０代になって戻って住みたくなる町、また、町外か

ら移り住みたいと思えるような町の魅力を作っていくことが、重要であると考えら

れています。福祉課においては、出生率の向上や子育てするなら藍住町、藍住町に

住んでよかったと思っていただけるように、子育て支援の充実に努めていきたいと

考えています。

本町の特長ある施策としては、幼保一元化や児童館の充実などが挙げられますが、

従来からの取組に加え、平成２７年には内閣総理大臣が定める基本指針に即して、

５年を１期とする「藍住町子ども子育て支援事業計画」を定め、この方針に基づい

て子育て支援に取り組んでおります。もちろんこの事業計画には、子供の医療費の

助成や多子世帯の保育料の軽減など、子育て世代に経済的支援を行う町独自の施策

も含んでいます。

事業計画に取り組んでいる中で、保育所入所希望者の急増により、待機児童の問

題が深刻化し、事業計画の一部において見直しを図る必要があることから、認可保
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育所を増やすなど対策を講じ、一日も早く保育所の待機児童の解消を図っていきた

いと考えております。こうした子育て支援の取組を積み重ねることにより、藍住町

が掲げる人口目標の達成に貢献していくよう努めてまいりたいと考えています。

次に、高齢者福祉に関して答弁いたします。高齢者のみの世帯や独り暮らしの高

齢者世帯で、自動車の運転ができない方や親族等の支援が得られない方は、日常の

買物や通院が大きな課題となると思われます。買物については、民間事業者による

移動スーパーや宅配サービス、食事の配食サービスなどが充実してきており、利用

の選択肢が広がってきております。また、通院においても、町内には病院や医院が

２６か所、歯科医院が１７か所あり、比較的充実した環境にあるものの通院に関す

る課題が残っていると思います。

通院に関しての課題は、町内には総合病院はなく、各自が通院するそれぞれの病

院での診療時間や待ち時間、自宅と病院を結ぶ経路などの問題があると考えます。

しかしながら、コミュニティバスだけの導入だけで課題が解消されるのか、難しい

問題があると思います。一方、タクシー的な交通手段となると、料金の問題が発生

し、その料金を行政が負担するべきなのか、負担の対象者や、どの程度負担するの

か、財政面を含め、負担の是非そのものも慎重に検討しなければならない課題であ

ると認識いたしております。以上、答弁とします。

○議長（森志郎君） 和田教育長。

〔教育長 和田哲雄君登壇〕

◎教育長（和田哲雄君） 徳元議員さんの御質問に答弁申し上げます。

答弁のトーンが少し変わりましたので、資料を用意していたのですが、手元に置

いて参考としつつ申し上げます。まず、情報交換、不登校やいじめに対する情報交

換は正確、迅速に行われているかと、そうなるように、また、情報をキャッチした

ら速やかに解決できるように努力しているつもりでございます。ただし、不登校の

場合は一般的に継続的な事例が多く、いじめの場合は単発的に一般的な事例が多い

というので、分けて対応しなければいけないという問題がございます。

まず、不登校問題につきましては、教育委員会としましては、定期的に原則２か

月に１回なのですけども、不登校児童生徒対応連絡協議会というのを開いておりま

す。そしてそこでは、学校、大体、教頭先生が多いので、教頭先生か生徒指導の先

生が多いのですが、学校、教育委員会、スクールカウンセラー、不登校適応指導教

室でありますキャロッ子学級の関係者たちが一同に集まりまして、不登校の子供た
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ちも固有名詞を全部把握しておりますので、この子はどうなったかと、この２か月

間どうなった、こうなったということ報告を全部受けて、この間、学校はどうした

のか、という情報確認しております。一口に不登校と申しましても、学校に行って

るけれども学校休みがちだという不登校の子もいれば、学校には余り行ってないけ

ど、若しくは、ほとんど行ってないけども、キャロッ子学級には行けるよという子

供たちもいますし、学校にもキャロッ子学級にも余り行けてないという、いわゆる

在宅不登校の子供たちもいます。その全部一覧の中で、この子はこの部署からこう

変わったというところで、キャロッ子学級に来ている子もキャロッ子学級に時々来

るという子もおれば、毎日行くという子もおりますので、このポジションこの位置

づけが変わったということで、いろんな報告を受けております。

そして、その学校に来ている子は基本的に学校にお任せして、なるべく休みが少

ないようにお願いしますよ、ということでおいておりますが、適応指導教室であり

ますキャロッ子に通っている子供たちについては、まず、キャロッ子学級の２人の

職員が毎日、日誌を付けております。毎週、教育委員会に届けますので、こうだ、

こうだということで、情報を把握しております。そして、キャロッ子学級に、実は

２人の職員以外にも地域ボランティアの方が１０名弱通っておりまして、元小学校

教員、中学校教員、高等学校教員、現役の塾の講師兼経営者、教員資格を持ってい

る家庭の主婦、あるいは元藍住町職員、民生委員、元警察官等とかがいて、私は水

曜日の男、私は火曜日の女と決めながら交代で行って関わってくださっています。

そういった方々からも、直接若しくは間接的に情報を頂いています。１番しんどい

のが、何といっても学校にもキャロッ子学級にも余り行けない在宅不登校の子供た

ちでございまして、実は、これは私いろんなアプローチでしていたのですが、今回、

今年度からでございますが、先ほども次長からも答弁ありましたけども、学級担任

の訪問・連絡日誌というのを、その在宅不登校の子たちのを書いてもらいまして、

これを教育委員会に届けてもらうようにしております。そして、２学期からは月に

１回出せということに指示してあります。これを見ながら具体的な打開策を図って

います。例えば、スクールカウンセラーの先生とか藍住町の青少年対策監が、在宅

不登校の子供たちの家庭と連絡を取りながら、今度、お邪魔させていただきますね、

と言いながら、学校以外の人の声として話してみたりというようなことやっており

ます。そういう中で、いろいろ状況に応じて適切と思われることやっておりまして、

本年度、５名の子供たちが、キャロッ子若しくは在宅不登校の子が、学校に行ける
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ようになったという事例もございますので、これからも続けていきたいと思ってお

ります。

一方、いじめ問題でございます。これは継続するようないじめは、これは本当に

ひどい問題で、しなくてはいけない。ほとんどの場合は、単発的な事例が多くて、

これは学校の先生が見つけたら速やかに対応しておりまして、ほとんどの問題が学

校の単独の力で解決しております。ところが、私は校長先生には、学校だけで抱え

込むなよと、これはなかなか大変だというときは、事例によっては速やかに校長か

ら教育長に報告すべしと伝えてありまして、その都度、いただいております。内容

を聞きまして、これはいかんというときは、その本人とその生徒と保護者を教育委

員会に呼んで注意をし、反省してもらうというようなことも、現在、実行しており

ます。それやこれやで、まず、正確な情報を迅速にキャッチして、それに基づいて

適切な行動をと、もし教育委員会でこれはあかんわというときは、いろんな県の関

係諸機関も使いながら協力しながら、進めていきたいと思っております。以上、答

弁とさせていただきます。

○議長（森志郎君） 徳元敏行君。

徳元敏行君、前へ。

●８番議員（徳元敏行君） 再質問ではないので。

〔徳元議員、自席で質問する〕

●８番議員（徳元敏行君） 一つ目の出生率の問題ですけども、あるところでは、

第２子からの支援ということで、１．５から２．１まで出生率向上したという事例

もあります。そういうことで、出生率向上に対して、もう少し、第２子からの援助

が考えられたらなと思いますので、この点お願いしておきます。

それと、高齢者の通院の場合ですけども、徳島市あたりですと、額面５００円の

福祉券という２４枚つづり、これを発行しております。これがタクシーの料金支払

いに充てられる。ある町では、通院する場合タクシーを利用すると半額補助という

町もあると聞きます。もう少し、この通院に対しての支援なりを考えていただけた

らとお願いいたすところであります。

目標２、学校教育については、十分な説明を頂きまして、子供たちの将来、宝で

ありますので、引き続き御努力をお願いしたいということで、質問を終わります。

○議長（森志郎君） 以上で、通告のありました６名の一般質問は終わりましたの
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で、これをもちまして一般質問を終了いたします。お諮りいたします。議案調査の

ため９月１６日から９月２２日までの７日間を休会としたいと思います。これに異

議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、９月１６日から９月２２

日までの７日間を休会とすることに決定しました。なお、次回本会議は、９月２３

日午前１０時、本議場において再開いたしますので、御出席をお願いいたします。

本日は、これをもって散会といたします。

午後３時２９分散会
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平成２８年第３回藍住町議会定例会会議録（第３日）

平成２８年９月２３日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。

１ 出席議員

１番議員 喜田 修 ９番議員 西岡 恵子

２番議員 古川 義夫 １０番議員 西川 良夫

３番議員 小川 幸英 １１番議員 平石 賢治

４番議員 林 茂 １２番議員 永濵 茂樹

５番議員 安藝 広志 １３番議員 奥村 晴明

６番議員 鳥海 典昭 １４番議員 佐野 慶一

７番議員 矢部 幸一 １５番議員 森 彪

８番議員 徳元 敏行 １６番議員 森 志郎

２ 欠席議員

なし

３ 議会事務局出席者

議会事務局長 大塚 浩三 主査 林 隆子

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者

町長 石川 智能

副町長 北口 高義

副町長 友竹 哲雄

監査委員 藤原 孝信

教育長 和田 哲雄

理事（総務課長事務取扱） 矢野 博俊

理事（福祉課長事務取扱） 三木 慶則

教育次長 下竹 啓三

会計管理者 中野 孝敬

企画政策課長 柿内 直子

税務課主幹 岡本 明美

健康推進課長 森 伸二

社会教育課長 奥田 浩志

住民課長 高田 俊男

生活環境課長 石川 洋至
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建設課長 近藤 孝公

経済産業課長 森 美津子

下水道課長 賀治 達也

水道課長 森 隆幸

西クリーンステーション所長 高木 律生

５ 議事日程

議事日程（第３号）

第１ 議第４３号 平成２７年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

第２ 議第４４号 平成２７年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）

歳入歳出決算の認定について

第３ 議第４５号 平成２７年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入

歳出決算の認定について

第４ 議第４６号 平成２７年度藍住町特別会計（介護サービス事業）

歳入歳出決算の認定について

第５ 議第４７号 平成２７年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）

歳入歳出決算の認定について

第６ 議第４８号 平成２７年度藍住町特別会計（藍寿苑介護サービス

事業）歳入歳出決算の認定について

第７ 議第４９号 平成２７年度藍住町特別会計（水道事業）利益の処

分及び歳入歳出決算の認定について

第８ 議第５０号 平成２７年度藍住町特別会計（下水道事業）歳入歳

出決算の認定について

第９ 議第５１号 平成２８年度藍住町一般会計補正予算について

第１０ 議第５２号 藍住町税条例等の一部を改正する条例の一部改正に

ついて

第１１ 議第５３号 藍住町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

一部改正について

第１２ 議第５４号 藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に

関する条例の一部改正について
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第１３ 議第５５号 藍住町営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正

について

第１４ 議第５６号 藍住町教育委員会委員任命の同意について

第１５ 議第５７号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意について

第１６ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について
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平成２８年藍住町議会第３回定例会会議録

９月２３日

午前１０時１２分開議

○議長（森志郎君） おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

○議長（森志郎君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。監査委

員から毎月実施した例月出納検査の結果について、議長あて報告書が提出されてお

りますので、御報告いたしておきます。

次に、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、「教

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書」が議長あて提出され

ておりますので、御報告いたしておきます。

○議長（森志郎君） これより、日程に入ります。本日の議事日程はお手元に配布

したとおりです。

○議長（森志郎君） 日程第１、議第４３号｢平成２７年度藍住町一般会計歳入歳出

決算の認定について｣から、日程第１３、議第５５号｢藍住町営住宅設置及び管理に

関する条例の一部改正について｣の１３議案を一括議題といたします。

本案については、所管の常任委員会に付託してありますので、委員長の報告を求

めます。

初めに、奥村厚生常任委員会委員長から報告を求めます。

奥村晴明君。

〔１３番 奥村晴明君登壇〕

●１３番議員（奥村晴明君） 議長から委員長報告を求められましたので、ただい

まから、厚生常任委員会に付託された８議案に対する審査の概要を御報告いたしま

す。

本委員会は、９月６日に開催し、石川町長ほか関係職員出席のもと、付託された

８議案について関係理事者に補足説明を求め、詳細な説明の後、審査を行いました。

委員からの主な質疑の内容及び意見については、次のとおりであります。

議第４３号「平成２７年度における主要な施策の成果に関する説明書」の中で、

奥野放課後児童クラブ新築事業について、収容人数と待機児童はいないのかとの質
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問があり、新しい施設では４５人程度収容でき、学童保育での待機児童はいないと

の説明でありました。

あいずみ保育園大規模改修事業について、待機児童の解消はできたのかとの質問

があり、縮減はできたが解消には至っていない。現在、６０人余りが待機状態であ

り、当面、２か所の認可保育所を増やしていく考えである。そのうち、１か所につ

いては、平成２９年４月の開設を目指して、今後、具体的に進めていくとの説明で

ありました。

議第４４号「平成２７年度国民健康保険事業歳入歳出決算報告書」の中で、収入

未済額が１億５,２５０万６，０００円もあるが、どのように徴収していくのかとの

質問があり、今後も県と協力して、催告等で積極的に徴収に努めたいとのことであ

りました。

また、収納率についての質問に対して、平成２７年度は９４．３３％で、他市町

村との比較は、平均より上であるとの説明でありました。

議第４５号「平成２７年度介護保険事業歳入歳出決算報告書」の中で、不納欠損

額と収入未済額について、平成２６年度と比較してどうなのかとの質問があり、徴

収率は９８．７％で若干上がったとのことでありました。

介護保険料は２年で徴収権が消滅するため、この不能欠損は平成２５年度分の未

収分である。町が徴収する介護保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の方が対象

となり、基本的には年金からの特別徴収となるが、６５歳到達後、特別徴収が開始

されるまで、半年から１年程度掛かるため、収入未済額のほとんどは、この普通徴

収の期間のものとなっているとの説明でありました。

また、今年度から所得の高い人は、２割負担となったが対象者はとの質問に対し

て、８月の段階での対象者は、１,４５１人で９７人が２割負担となっているとの説

明でありました。

審査の結果、付託された８議案については、全会一致でいずれも原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上、９月６日に開催されました厚生常任委員会における付託議案に対する審査

の結果であります。平成２８年９月２３日、厚生常任委員会、委員長、奥村晴明。

○議長（森志郎君） 次に、平石建設産業常任委員会委員長から報告を求めます。

平石賢治君。

〔建設産業常任委員会委員長 平石賢治君登壇〕
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●１１番議員（平石賢治君） 議長から委員長報告を求められましたので、ただい

まから建設産業常任委員会に付託されました４議案に対する審査の概要を御報告い

たします。

本委員会は、９月７日に開催し、石川町長ほか関係職員出席のもと、付託された

４議案について関係理事者に補足説明を求め、詳細な説明の後、審査を行いました。

委員からの主な質疑の内容及び意見については、次のとおりであります。

議第４３号に関し、平成２７年度における主要な施策の成果に関する説明書のう

ち、路面性状調査事業３３４万８，０００円の内容について質問があり、主要な町

道における路面状況の調査を行った費用であるとのことで、調査結果については、

わだち掘れが主な要因であり、空洞箇所はなかったとのことでありました。なお、

来年度以降、この調査に基づき、修繕が必要と思われる箇所は、年次計画的に修繕

を進めていきたいとの説明でありました。

歩道の整備について、年間計画と進捗状況について質問があり、歩道の改良、舗

装等については、住民の方から御指摘を頂いた箇所から、現地等を確認した上で、

順次、修繕をしているとの説明でありました。

また、現状では年次計画的に修繕はできていないとのことで、今後は調査の上、

年次計画を立てて、修繕、補修等を行っていきたいとのことでありました。

町道・排水路等維持補修事業の中で、排水路の浚渫が昨年までは非常に悪かった

が、今年は改善されていたので、今後も引き続き点検を行っていってほしいとの意

見がありました。

これに対して、職員が主要な排水路を確認した上で、浚渫が必要な箇所について

は、業者に工事を発注しているとのことであり、今年度は、繰り返し調査に行くこ

とによって改善できたとの説明でありました。なお、翌年以降についても、できる

だけ調査の回数を増やして、排水路の維持管理に努めていきたいとのことでありま

した。

町道江ノ口新居須線等の主要な町道については、ロードスイーパーという機械で

年２回、清掃作業を行い、道路の維持管理に努めているとのことでありますが、県

道の桧・藍住線は草刈りをしてもすぐに生えてくるということなので、県に対して

除草作業の要望をしてほしいとの意見がありました。

議第４９号・水道事業決算の中で、給水状況の有収率が低いと思うが、上げる努

力はどのようにしているのかと質問があり、漏水調査を毎年定期的に行い、漏水箇
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所の修理を行っているが、並行して老朽管を計画的に布設替えすることにより、有

収率を上げていきたいとのことでありました。

これに対して、平成２７年度の有収率は前年度と同率の８９．７％であったとの

ことなので、今後、改善の取組をするようにとの意見がありました。

議第５５号に関し、町営住宅は募集戸数より入居希望者が多いため抽選により入

居者を決めているとのことであるが、平成２７年度に１回募集をしたところ、１６

人の希望者があり、そのうち２人が町外の方であったとのことでした。

町外の方の申込みの割合は多くはないが、町外の方が、初めての申込みで、当選

することもあったとのことで、この度、入居者の資格について、住所要件等を定め

ることにしたとのことでありました。

審査の結果、付託された４議案については、全会一致で、いずれも原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

以上、９月７日に開催されました建設産業常任委員会における付託議案に対する

審査の結果であります。平成２８年９月２３日、建設産業常任委員会、委員長、平

石賢治。

○議長（森志郎君） 次に、永濵総務文教常任委員会委員長から報告を求めます。

永濵茂樹君。

〔１２番 永濵茂樹君登壇〕

●１２番議員（永濵茂樹君） 議長から委員長報告を求められましたので、ただい

まから総務文教常任委員会に付託された３議案に対する審査の概要を御報告いたし

ます。

本委員会は、９月１２日に開催し、石川町長ほか関係職員の出席のもと、付託さ

れた３議案について関係理事者に補足説明を求め、詳細な説明の後、審査を行いま

した。

委員からの主な質疑の内容及び意見については、次のとおりであります。

議第４３号「平成２７年度一般会計歳入歳出決算報告書」の中で、賦課徴収費の

徴収の仕方について質問があり、納付いただけない方には、何度か文書催告等を行

い、それでも納付がない場合は、預貯金調査をし、財産があれば差押えをしている

とのことでありました。

また、報償費についての質問に対して、固定資産税の全期前納分に対して支払う

ものであるとの説明でありました。
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実質収支に関する調書の中で、繰越明許費について、１億１,２１３万７，０００

円を繰越す理由はとの質問があり、１０件の事業で繰越しとなっており、３月に国

からの補助金が決定して３月中には実施できないものや、個人情報の安全管理措置

対応、セキュリティー強化事業などがある。また、認可保育所の大規模改修は、相

手方の都合によるものなど、平成２７年度に何らかの理由でできなかったため、繰

越しとなっている。繰越ししたものは次年度への繰越しはできないため、今年度で

実施するものであるとの説明でありました。

「平成２７年度における主要な施策の成果に関する説明書」の中で、財務会計シ

ステム更新事業について、クラウドに加入したのかとの質問があり、クラウドでは

なく、町で仮想サーバーを構築し、その中に確定申告システム、家屋評価サーバー、

人事給与サーバー等、複数のシステムを集約することで、経費の削減になったとの

説明でありました。

交通安全対策事業について、ＬＥＤ防犯灯２３基は新設かとの質問があり、町内

の防犯灯は、例外を除き、ほぼＬＥＤになっている。この２３基については新設で

あるとの説明でありました。

災害用備蓄事業の中で、備蓄について一定の設定があるのかとの質問があり、県

の備蓄方針では、１日目は住民が準備、２日目は町が準備するとされており、町で

は広域被災を考え、おおむね、３日分程度を目標に進めているとの説明でありまし

た。

木造住宅耐震化促進事業の中で、耐震診断について質問があり、診断後、倒壊す

るおそれのあるものもあり、耐震改修かリフォーム事業に取り組まなければならな

い。耐震診断後、改修等を行っているのは約１割で、今後も引き続き周知に努めた

いとの説明でありました。

中学校空調機器設置事業について、国、県の補助はないのかとの質問があり、補

助率が低かったため、起債を充てることが有利であると判断したとのことでありま

した。

また、藍住東中学校体育館屋根改良事業について、２,７５０万円の起債に対して

質問があり、国、県の補助はなかったため、交付税措置がある起債を充てたとの説

明でありました。

議第５１号「平成２８年度一般会計補正予算」の中で、橋梁維持費について、１

８７万円の国庫支出金が減額になった理由はとの質問があり、社会資本整備事業補
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助金で鳴門藍住大橋の事業であるが、事業費が変更になって減額されたわけではな

く、国、県の補助金が確定したことにより減額となっているとの説明でありました。

審査の結果、付託された３議案については、全会一致でいずれも原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上、９月１２日に開催されました総務文教常任委員会における付託議案に対す

る審査の結果であります。平成２８年９月２３日、総務文教常任委員会、委員長 永

濵茂樹。

○議長（森志郎君） ただいまの報告のとおり、各常任委員会に付託されました全

議案は、慎重に審査され、全議案承認との報告がなされておりますが、これより、

会議規則第４３条の規定により、ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

御質疑のある方は御発議を願います。

質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（森志郎君） 質疑がありませんので、議事を進めます。

ただいま、議題となっております議第４３号から議第５５号までの１３議案につ

いては、各常任委員会において十分審議を尽くされたことと思いますので、討論を

省略し、直ちに原案のとおり議決いたしたいと思います。これに異議ございません

か、お諮りいたします。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。よって、議第４３号｢平成２７年度藍住

町一般会計歳入歳出決算の認定について｣から、議第５５号｢藍住町営住宅設置及び

管理に関する条例の一部改正について｣ の１３議案については、原案のとおり可決

されました。

○議長（森志郎君） 日程第１４、議第５６号｢藍住町教育委員会委員任命の同意に

ついて｣を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。

石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） ただいま議長から、提案理由の説明を求められましたので

申し上げます。第５６号議案｢藍住町教育委員会委員任命の同意について｣は、教育

委員の廣瀬浩美氏、岸本政典氏、筒井あけみ氏の３名が、９月３０日で教育委員の



- 94 -

任期満了を迎えることとなります。つきましては、引き続き、本町の教育行政に御

尽力を賜りたく、委員の再任について、議会の同意をお願いするものでございます。

改めて氏名等を申し上げます。まず一人目は、住所・藍住町勝瑞字東勝地３１２番

地５、氏名・廣瀬浩美、生年月日・昭和３６年２月２３日。二人目の方は、住所・

藍住町富吉字豊吉３７番地１、氏名・岸本政典、生年月日・昭和３５年４月６日。

三人目の方は、住所・藍住町勝瑞字正喜地２３番地１０、氏名・筒井あけみ、生年

月日・昭和３４年８月８日。任命年月日は、いずれも平成２８年１０月１日であり

ます。以上３名の方は、これまでにも教育委員として御活躍いただいてまいりまし

たし、本町教育行政の推進には欠かせない存在であります。よろしく御承認を賜り

ますよう、お願い申し上げます。

○議長（森志郎君） 議第５６号につきましては、ただいま町長から説明がありま

したように、本案は人事に関する案件でありますので、質疑・討論を省略し、直ち

に原案のとおり議決いたしたいと思います。これに異議ございませんか。お諮りい

たします。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、議第５６号「藍住町教育

委員会委員任命の同意について」は、住所・藍住町勝瑞字東勝地３１２番地５、氏

名・廣瀬浩美氏、生年月日・昭和３６年２月２３日。住所・藍住町富吉字豊吉３７

番地１、氏名・岸本政典氏、生年月日・昭和３５年４月６日。住所・藍住町勝瑞字

正喜地２３番地１０、氏名・筒井あけみ氏、生年月日・昭和３４年８月８日を任命

同意することに決定いたしました。なお任命年月日は、平成２８年１０月１日であ

ります。

○議長（森志郎君） 続きまして、日程第１５、議第５７号「固定資産評価審査委

員会委員選任の同意について」を議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） 続きまして、第５７号議案「固定資産評価審査委員会委員

選任の同意について」提案理由の説明を申し上げます。このことにつきましては、

固定資産評価審査委員会委員の山田俊昭氏が、１０月１１日で任期満了を迎えるこ
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とから、新たな委員の選任をお願いするものでございます。お願いする委員の氏名

等申し上げます。住所・藍住町矢上字北分７８番地、氏名・森憲一、生年月日・昭

和１８年９月２０日。選任年月日は、平成２８年１０月１２日であります。森氏に

おかれましては、高校卒業後、光洋精工株式会社、現在のジェイテクト株式会社に

入社され、海外勤務や系列会社の経営改善のため出向を経験されるなど、広い視野

と経理に明るい手腕をお持ちの方であります。その豊富な経験と知識、また、誠実

な人柄を持って、本町の税務行政に、必ずや御貢献いただけるものと、確信いたし

ております。以上、よろしく御承認を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（森志郎君） 議第５７号につきましては、ただいま町長から説明がありま

したように、本案は人事に関する案件でありますので、質疑・討論を省略し、直ち

に原案のとおり議決いたしたいと思います。これに異議ございませんか。お諮りい

たします。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。よって、議第５７号「固定資産評価審

査委員会委員選任の同意について」は、住所・藍住町矢上字北分７８番地、氏名・

森憲一氏、生年月日・昭和１８年９月２０日を選任同意することに決定いたしまし

た。なお選任年月日は、平成２８年１０月１２日であります。

○議長（森志郎君） 日程第１６、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦につい

て」を議題とします。

お諮りいたします。本件は、お手元にお配りいたしました意見のとおり、廣瀬浩

美氏、嶋田宗弘氏については、適任であるとの答申をいたしたいと思います。これ

に異議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。したがって、諮問第２号「人権擁護委

員候補者の推薦について」は、お手元にお配りいたしました意見のとおり、答申す

ることに決定しました。

○議長（森志郎君） 最後に、議会運営委員会及び各委員会における所管事務等に

関する閉会中の継続調査の申出について議題といたします。

継続調査申出について、議会運営委員会、総務文教常任委員会、建設産業常任委
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員会、厚生常任委員会、(仮称)藍住町文化ホール・公共施設複合化事業特別委員会、

防災対策特別委員会、議会だより編集委員会から、それぞれ、お手元に配布のとお

り申出があります。

お諮りいたします。議会運営委員会及び各委員会からの申出書のとおり、閉会中

の継続調査に付することについて異議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。よって、申出書のとおり閉会中の継続

調査に付することに決定いたしました。

○議長（森志郎君） ここで、議会閉会前の御挨拶を石川町長からお願いいたしま

す。

石川町長。

〔町長 石川智能君登壇〕

◎町長（石川智能君） ９月議会閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げたいと

思います。

まず、台風１６号については、本県にかなり接近し、一部道路等の冠水などもあ

りましたが、心配した以上の大きな被害報告はなく、まずは、胸をなでおろしてい

るところです。

さて、去る５日の開会から本日までの１９日間にわたり、提案を申し上げました

議案につきましては、十分御審議をいただき、全議案を御承認いただきましたこと

に、厚くお礼を申し上げます。

また、この間、委員会や一般質問等におきまして、議員各位から防災対策をはじ

め、福祉、教育、住環境問題など幅広い問題に関しまして、貴重な御意見、御提言

を賜りましたことに重ねてお礼を申し上げます。そのほかにも、多くの行政課題は

山積しておりますが、議会をはじめ、町民の皆様の御理解をいただきながら、住民

福祉の向上のため、行政の執行に努めてまいりたいと存じますので、今後とも皆様

の御理解と御協力をお願い申し上げます。なお、今議会冒頭でも申し上げましたよ

うに、リオ五輪バドミントン女子ダブルスにおいて、見事、金メダルを獲得された

松友美佐紀選手へ藍住町町民栄誉賞を贈ることといたしておりますが、今月の２６

日、２７日に徳島県に凱旋されることとなり、髙橋選手も同行されることになって

おります。あわせて、ペアを組まれている髙橋礼華選手へも感謝状をお贈りするこ
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とといたしました。本町には２７日火曜日に来町されますので、既に御案内を差し

上げておりますが、午前１０時５分から町民シアターで授与式を行うことといたし

ました。議員各位の御臨席をお願い申し上げます。その後、凱旋パレードや金メダ

ル報告会も予定しておりますので、御声援、御協力を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。

９月も下旬となりますと、朝夕は随分と過ごしやすくなってまいりましたが、季

節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。どうか御自愛をいただきます

とともに、皆様の御健勝をお祈りいたしまして、閉会の挨拶といたします。どうも

ありがとうございました。

○議長（森志郎君） 以上で、今定例会に付議されました案件は、全て議了しまし

た。お諮りいたします。これをもちまして会議規則第８条の規定により、閉会いた

したいと思います。これに、異議ございませんか。

〔｢異議なし｣の声あり〕

○議長（森志郎君） 異議なしと認めます。よって、平成２８年第３回藍住町議会

定例会を閉会することに決定いたしました。議員、理事者各位には、御協力を賜り、

誠にありがとうございました。これをもちまして閉会といたします。

午前１０時４５分閉会

地方自治法第１２３条第２項の規定による署名者

藍住町議会議長 森 志郎

会議録署名議員 矢部 幸一

会議録署名議員 徳元 敏行


